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Ⅰ 教育・研究・社会貢献活動の理念と目標 

 

評価項目１ 学部・大学院教育の理念・目標 

 

（１） 学部教育の理念・目標とその実現 

 

（略） 

 

（２） 大学院教育の理念・目標とその実現 

 

  視点１：大学院の教育理念・教育目標の策定と公表 

 

  本部局では、平成１６年度からの５年間に関する部局中期目標において、「教育面での使命及び基本的

な教育目標（長期目標）」として、学部と大学院とを問わず本部局が行なう教育の最も基本的な理念・目標を

策定している。すなわち本部局が教育の理念・目標とするところは、①法学・政治学研究の卓越した知的拠

点の形成、②社会をリードする卓越した知的人材の育成、③研究・教育・学習機能を有機的に連関させた、

機能本位の優れた知的空間の形成、の３点である。そしてかかる教育に関する基本理念・目標を、大学院ご

とにそれぞれの特性を勘案しつつより具体的かつ詳細に敷衍したものを策定し、大学院案内パンフレット（

資料１－２－１－１：『東北大学法科大学院 ２００５』２頁、資料１－２－１－２：『東北大学公共政策大学院 ２

００５ 大学院案内』２～３頁）やホームページ（資料１－２－１－３：「東北大学法科大学院の目的と特色」［

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/gaiyou/mokuteki.html#］、資料１－２－１－４：「東北大学公共政策

大学院の趣旨・概要」［http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/outline/index_outline.html］、資料１－２

－１－５：東北大学研究大学院ホームページ［http://www.law.tohoku.ac.jp/daigakuin-intro-j/］）などを通

じて公表し、さらに、とりわけ法科大学院と公共政策大学院の２つの専門職大学院に関しては、学内外での

入試説明会の場において社会に向けて発信することに努めた。平成１６年度における法科大学院入試説明

会 実 施 状 況 は 、 資 料 １ － ２ － １ － ６ （ 法 科 大 学 院 入 試 説 明 会 実 施 状 況 ［

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/info/２００５.html］）を、また公共政策大学院のそれは、資料１－２

－１－７（公共政策大学院入試説明会実施状況［http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/exam/２００４

/index_ad_exam_２００４.html］）を参照されたい。 

 

〈資料一覧〉 

資料１－２－１－１：『東北大学法科大学院 ２００５』２頁 

資料１－２－１－２：『東北大学公共政策大学院 ２００５ 大学院案内』２～３頁 

資料１－２－１－３：「東北大学法科大学院の目的と特色」 

(http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/gaiyou/mokuteki.html#)． 

資料１－２－１－４：「東北大学公共政策大学院の趣旨・概要」 

（http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/outline/index_outline.html）． 

資料１－２－１－５：「東北大学研究大学院ホームページ」 

（http://www.law.tohoku.ac.jp/daigakuin-intro-j/）． 

資料１－２－１－６：「法科大学院入試説明会実施状況」 

（http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/info/２００５.html）． 
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資料１－２－１－７：「公共政策大学院入試説明会実施状況」 

（http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/exam/２００４/index_ad_exam_２００４.html） 

 

 

視点２：理念・目標に沿ったカリキュラム及びコースの編成 

 

上記のような本部局の大学院教育理念・目標は、同じく中期目標において、特に大学院科目の授業内

容とカリキュラム編成に関し、①基礎から応用に向けた効率的・段階的学習に適合したカリキュラムの構築、

②実務との連携に配慮した授業科目の提供、③先端的・応用的・学際的な分野に属する授業科目の充実、

という３つの目標として具体化されている。以下、平成１６年度においてかかる理念・目標に沿ったカリキュラ

ム及びコースの編成がいかになされたかを、大学院ごとに論じる。 

 

《法科大学院》 

  法科大学院は、優れた法曹（現行法体系全体の構造を正確に理解する能力、具体的な問題について

広い視野から多様な視点を設定して考察する能力、緻密で的確な論理展開能力、他者とのコミュニケーショ

ンを図る高度の能力などを備えた法曹）の養成を目的とした独自のカリキュラムを組んでいる（資料１－２－２

－１：「履修案内」、『平成１６年度(２００４ 年度) 学生便覧 東北大学法学研究科法科大学院』１～４頁、資

料１－２－２－２：「平成１６（２００４）年度シラバス」、『平成１６年度(２００４ 年度) 学生便覧 東北大学法学

研究科法科大学院』５３～１１４頁）。 

 まず、法学未修者に対して第１年次科目（公法（憲法、行政法）、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事

訴訟法）を開講して、１年間で法学既修者と呼ぶに相応しい能力を備えることを目的とした教育を行なう。 

 次に、２年次には従来の六法の縦割り授業から脱却した視点をもつ基幹科目として民法、商法、民事訴

訟法を融合した実務民事法、刑法及び刑事訴訟法を融合した実務刑事法、憲法及び行政法を融合した実

務公法を開講している。このほか、実務基礎科目（法曹倫理、民事・行政裁判演習、刑事裁判演習（以上、

必修科目）、民事要件事実基礎、刑事事実認定論、リーガル・リサーチ、リーガル・クリニック、エクスターンシ

ップ、模擬裁判（以上、選択必修科目））、基礎法・隣接科目（日本法曹史演習、西洋法曹史、実務法理学

Ⅰ・Ⅱ、実務外国法Ⅰ・Ⅱ、法と経済学）、展開・先端科目（環境法、経済法理論、経済法実務、倒産法、実

務労働法Ⅰ・Ⅱ、知的財産法Ⅰ・Ⅱ、企業課税論、国際法発展、国際私法など）を開講している。 

 とりわけ３年次の必修である実務基礎科目（法曹倫理（２年次・３年次開講）、民事・行政裁判演習、刑事

裁判演習）は、将来の法曹の職務に直結する内容となっている。また基礎法・隣接科目は、過度に実務的な

見方に傾斜しないように留意し、法学の理論的素養を涵養することを目的とした教育を目指し、展開・先端

科目は民事法、刑事法、公法が相互に絡み合う分野について、現代のわが国の法学・法曹実務が直面して

いる課題に対して的確に対応できる能力を涵養することを目的とした教育を行なっている。 

 総じて言えば１年次は法学未修者のための教育、２年次は法曹となるために必要な理論的な深化を目

指すとともに、実務の基礎にも触れる教育、３年次は理論に基づいた法曹実務の初歩的な理解と経験に関

する教育を行なう。そのために、研究者教員及び実務家教員相互の不断の努力がなされている。 

 課程修了要件は、第１年次科目３０単位、基幹科目２８単位、実務基礎科目のうち必修科目８単位及び

選択必修科目２単位以上、基礎法・隣接科目４単位以上、展開・先端科目２４単位以上の修得及び９６単位

以上の修得である。 

  法科大学院のカリキュラムは、２年または３年間で優れた法曹として独り立ちできるように、法曹教育に必

要な広範な分野を体系的に編成した内容となっており、法科大学院の教育目的に十分合致していると判断
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される。 

 

（略） 

 

視点３：大学院のアドミッションポリシーの策定と公表 

 

   法科大学院および公共政策大学院については、平成１６年度開設時に、明確なアドミッションポリシー

を策定し、それをパンフレットや募集要項、ホームページなどにおいて公表した。法科大学院は、学生募集

要項（資料１－２－３－１：『平成１７年度（２００５年度）東北大学法科大学院学生募集要項』）において、「東

北大学法科大学院は、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の

能力等の基本的資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、国際的視野を持つ者で、将来の司法の

担い手としての法曹（裁判官・検察官・弁護士）に必要とされる法的思考に対する適性と、正義と公正につい

ての基本的な考え方を有する者を学生として受け入れる」とのアドミッションポリシーを掲げ、入試説明会に

おいてその周知を図った。また公共政策大学院が策定し、パンフレットに掲載したアドミッションポリシーは下

記のとおりであり、それもまた入試説明会において周知が図られた（資料１－２－３－２：『東北大学公共政策

大学院 ２００５ 大学院案内』１２頁、資料１－２－３－３：「公共政策大学院ホームページアドミッションポリシ

ー」［http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/exam/index_ad_exam.html］）。 

 

（略） 
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評価項目２ 研究・社会貢献の理念・目標 

 

（１） 研究の理念・目標とその実現 

 

視点１：部局の明確なビジョンと実現に向けての取組 

 

   本部局は平成１６年度からの５年間の部局中期目標において、「研究水準及び研究の成果等に関する

目標」として、①多様かつ優秀な研究者を教員として確保すること、②世界的水準の研究者の招聘及び共

同研究の推進、③伝統的基礎理論研究と先端的・応用的・学際的研究のバランスのとれた推進、④基礎的

研究と実務的・実践的研究活動のバランスのとれた推進、⑤実務家を交えた学際的共同研究プロジェクトの

企画・推進、の５点を研究理念・目標として掲げている。そして、かかる研究理念・目標の実現に向けての具

体的な取組としては、①法政実務教育研究センターを中心とした共同研究企画の検討・実施、②２１世紀

COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」に関する研究プロジェクトの実施と、平成１６年度における

同 COE 拠点主催の国際シンポ事務の開催、③評価・広報委員会による研究評価に関する機能の強化、④

法政実務教育研究センターによる研究調査プロジェクトの計画・実施、⑤評価・広報委員会による研究評価

を改善へ生かすための制度の確立、の５点が掲げられているところである。 

 また、同じく部局中期目標は「研究実施体制等の整備に関する目標」として、①ライブラリアン、情報処理

専門家等の配置・育成、②研究室の空調設備の改善、③研究情報の相互交換、学内他部局との連携強化、

④研究成果公表への支援体制の充実、⑤学内研究会活動への支援、⑥社会に開かれた大学として、紛争

予防・紛争解決に役立つためのリーガル・インフォメーション・センターの整備、の６点を挙げ、かかる研究理

念・目標に向けての具体的な取組としては、①国内外の研究機関との提携による共同研究の推進、シンポ

ジウムの開催、②研究者の流動化を高めるための客員研究員制度、任期制、公募制等の活用、③研究活

動を支援・活性化するための男女共同参画推進体制の拡充、④専門職大学院専用のライブラリアンを平成

１６年度に新たに配置し、研究支援体制の強化を図る、⑤法政実務教育研究センターを中心とした共同研

究企画・支援委員会の設置と機能強化、⑥プロジェクト研究のための共同研究企画・支援委員会の設置と

機能強化、⑦多様な専門家・実務家の短期招聘制度の導入、⑧学術雑誌・紀要等の刊行による研究情報

発信、⑨学術情報データベース公開による研究情報の発信、⑩英語版 HP を利用した研究者紹介、研究課

題・目的・目標等の情報の発信、⑪パンフレット作成・配布による研究目的・目標・趣旨の周知、 学外者に

対する公表、⑫HP を利用した研究目的・目標等の情報の周知、の１２点を挙げている（資料２－１－１－１：「

中期目標・中期計画・年度計画一覧」）。 

 

〈資料一覧〉 

資料２－１－１－１：「中期目標・中期計画・年度計画一覧」 

 

 

視点２：実現に向けての取組体制 

 

  平成１６年度において、上記のような研究に関する理念・目標の実現に向けての具体的な取組が、いか

に年度計画化され、それがいかに実施に移されたかについては、資料２－１－２－１（「中期目標・中期計画

・年度計画一覧」）に明らかにされている。平成１６年度は、部局中期目標・中期計画の初年度にあたり、主
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に、取組体制の整備作業が行われた。この点について敷衍すると、平成１６年度には、評価広報委員会を

中心に、関連する諸委員会、総合運営調整教授会において、取組体制が次のように整備された。すなわち、

①国内外の研究機関との提携による共同研究の推進、シンポジウムの開催については、２１世紀ＣＯＥプロ

グラム「男女共同参画社会の法と政策」の学外連携拠点「ジェンダー法・政策研究センター」を中心に、国内

外の研究機関との提携を進め、国際シンポジウムを１回、公開講演会を６回開催したほか、各種の公開シン

ポジウム等についても積極的に実施した。②研究者の流動化を高めるための客員研究員制度、任期制、公

募制等の活用についても検討を進め、実際に、外国人教員（ドイツ法担当）の公募による採用、法政実務研

究センターの客員教授(I 種・II 種・III 種)の採用を行った。③男女共同参画推進体制の一層発展させるため、

２１世紀ＣＯＥプログラム「男女共同参画社会の法と政策」の研究活動を着実に進めた。④研究支援体制の

強化については、法科大学院・公共政策大学院において法政実務図書室を設置し，専門的ライブラリアン

と教育助手を配置するとともにインターネットによる各種データベースの利用を可能にした。⑤法政実務教育

研究センターを中心に実務家と研究者との間の共同研究体制を緊密化した。⑥競争的研究資金による共

同研究企画・支援委員会の組織及び担当事項について予備的な検討を行った。⑦法科大学院及び公共

政策大学院を中心として、多様な専門家・実務家の短期招聘制度の導入を促進するため、専門職大学院

課程における研究教育活動を開始した。⑧各教員の研究成果の公表状況を把握・公表するための統一的

方法について調査を進め、あわせて、法学会発行の『法学』の電子データベース化について検討が行われ

た。⑨学術情報データベースの公開による研究情報の発信については、東北大学研究者情報データベー

スの拡充を中心に、部局として積極的に対応することとした。⑩英語版の研究科案内の一層の充実、法学

研究科ウェブサイトの英語化の促進についても平成１７年度以降着実に進めることとした。⑪学部・法科大学

院・公共政策大学院・研究大学院、それぞれのパンフレットの編集作成体制が確立された。⑫HP の充実、

特に自己評価報告書である『研究・教育年報』のデジタル化についても調査準備作業が行われた。 

 

〈資料一覧〉 

資料２－１－２－１：「中期目標・中期計画・年度計画一覧」 

 

 

（２） 社会貢献の理念・目標とその実現 

 

   視点１：部局の明確なビジョンと実現に向けての取組 

 

   本部局は、教育機関として学部・大学院において優れた教育活動を行ない、優秀な指導的人材を可

能な限り多く養成して社会に送り出すこと、また研究機関として世界最高水準の研究成果を創出し、それを

世に問うことで人類と社会の発展に貢献してゆくことが、それ自体として本部局がなし得る最も重要な社会貢

献と考えている。よって教育・研究に回収されない社会貢献なるものの独自の領域の存在は想定しておらず、

社会貢献の理念・目標とは教育・研究の理念・目標であり、前者の実現は後者の実現によって目指されるべ

きであると考えている。 

 ただし社会との連携については、近年におけるその重要性の増大に鑑み、本部局としても平成１６年度

からの５年間の部局中期目標において「社会との連携に関する目標」として、「専門的識見による、国及び地

域社会への貢献」を掲げ、その実現に向けての具体的な取組として、①国、地方公共団体、公益法人等の

委員会・審議会等の委員としての活動促進、②一般市民向けの講演会・研修会等の実施、の２点を掲げて

いるところである（資料２－２－１－１：「中期目標・中期計画・年度計画一覧」）。 
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〈資料一覧〉 

資料２－２－１－１：「中期目標・中期計画・年度計画一覧」 

 

 

視点２：実現に向けての取組体制 

 

   上記の部局中期目標に掲げられた上記の２つの具体的な取組に関して、平成１６年度においていかに

年度計画化され、それがいかに実施に移されたかについては、資料２－２－２－１（「中期目標・中期計画・

年度計画一覧」）に報告されている。この点について敷衍すると、平成１６年度において評価広報委員会を

中心に取組体制を整備した結果、次のような成果が得られた。具体的には、①国、地方公共団体、公益法

人等の委員会・審議会等の委員としての活動促進についてみると、現状でもすでに多数の教員がこれらの

社会貢献活動に携わっていることが明らかにされるとともに、法科大学院・公共政策大学院の実務家教員を

中心に、研究者教員も含め、これからもこの傾向が一層強まることが予想されることが明確になった。これと

同時に、研究・教育活動との両立を図りつつ、社会貢献活動を一層盛んにするためには、このような社会貢

献活動にかかる時間と労力を正当に評価する必要性も指摘されている（エフォート制等の導入の必要性）。（

資料２－２－２－２：「平成１６年度 法学研究科教員兼業一覧」）また、②一般市民向けの講演会・研修会等

の実施についてみると、２１世紀ＣＯＥプログラム「男女共同参画社会の法と政策」の学外連携拠点「ジェンダ

ー法・政策研究センター」を中心に、国際シンポジウムを１回、公開講演会を６回開催したほか、各種の公開

シンポジウム等についても積極的に実施して、男女共同参画社会の担い手である一般市民に対して情報発

信を行ったことが特筆される。この他に、評価広報委員会（平成１７年度からは評価改善委員会）では、法科

大学院・公共政策大学院・研究大学院で、どのような一般市民向けの講演会・研修会プログラムを企画する

ことが可能であるかについて引き続き検討を重ねている。 

 

〈資料一覧〉 

資料２－２－２－１：「中期目標・中期計画・年度計画一覧」 

資料２－２－２－２：「平成１６年度 法学研究科教員兼業一覧」 
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Ⅱ 教育活動評価 

 

評価項目３ 学部教育に関する取組・現状・改善 

 

（略） 

 

評価項目４ 大学院教育に関する取組・現状・改善 

 

（略） 

 

評価項目５ 教員の指導能力の向上と教育評価、教育支援（認証評価基準３） 

 

（１） 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

 

視点１：部局（大学）の目的に応じて、教員組織の活動をより活発化するための適切な措置（例えば、年

齢及び性別構成のバランスへの配慮、外国人教員の確保、任期制や公募制等が考えられる。）が講じ

られているか。 

 

・ 視点に係わる状況を以下の資料を用いて説明： 

法学部では、法学・政治学の学問分野を網羅する法学科１学科を置く（資料５－１－１－１：組

織図）。１学科の入学定員は１６０名であり、収容定員は６４０名である（資料５－１－１－２：

入学・収容定員の表）。また、法学研究科では、総合法制専攻（法科大学院）、公共法政策専攻（

公共政策大学院）、トランスナショナル法政策専攻（研究大学院）の３専攻を置く（資料５－１－

１－１：組織図）。専門職大学院としての総合法制専攻（法科大学院）の入学定員は１００名であ

り、収容定員は３００名、公共法政策専攻（公共政策大学院）の入学定員は３０名であり、収容定

員は６０名である。トランスナショナル法政策専攻（研究大学院）博士課程前期２年の課程の入学

定員は２０名、収容定員は４０名、博士課程後期３年の課程の入学定員は２０名であり、収容定員

は７３名である（資料５－１－１－２：入学・収容定員の表）。平成１７年４月１日現在、法学研

究科には、教授３２名、助教授１８名、講師１名、助手１２名、計６３名の専任教員が所属してい

る（資料５－１－１－３：各専攻の教員配置状況）。 

学部教育では法社会学、ローマ法など、部局で専門とする教員がいない授業科目を行うため、ま

た、大学院教育では、専門職大学院における実務基礎教育や、専門分野における最先端の研究に基

づく教育を行うため、弁護士等の実務法曹、中央省庁の公務員等の政策立案専門家、他学部・他大

学所属の非常勤講師を任用している。平成１６年度は、学部授業科目で４名、大学院授業科目で１

５名の非常勤講師を任用した（資料５－１－１－４）。 

本部局の職種別年齢構成、性別割合、外国人教員の数、任期制による教員数を、資料５－１－１

－５に示す。平成１７年４月１日現在、教授、助教授、講師、助手の平均年齢は、それぞれ、５０．

１歳、３３．９歳、３５．０歳、４０．０歳である。また、女性教員は、教授５名、助教授６名、

講師０名、助手８名の計１９名であり、全教員に占める割合は、３０．６％である．外国人教員は、

助教授１名の計１名であり、全教員に占める割合は、１．６％である．一方、任期付きの教員は、
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教授８名、助教授２名、講師１名、助手７名の計１８名であり、全教員に占める割合は２９％であ

る． 

本部局独自では教員表彰制度を有していないが、教育における優秀な教員は、本学で平成１５年

度より制定している東北大学総長教育賞に積極的に推薦することとしている（資料５－１－１－６

：総長賞推薦状況）。 

 

・ 各資料の分析結果とその根拠理由： 

〇法学研究科所属の専任教授、助教授、講師、助手の平均年齢は、平成１７年４月１日現在、それ

ぞれ、５０．１歳、３３．９歳、３５．０歳、４０．０歳である． 

〇本部局には、１９名の女性教員（全教員に占める比率は３０．６％）が所属している。 

〇本部局には、１名の外国人教員（国際公募を行い、書類審査・面接試問による選考の結果、採用。

資料５－２－１－５参照）が所属している。 

〇本部局には、１８名の任期付き教員（全教員に占める比率は２９％）が所属している。 

〇本部局では、学部授業科目で４名、大学院授業科目で１５名の非常勤講師を任用している。 

以上のことから、法学研究科では、教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講じら

れていると判断される。 

 

・ 優れた点及び改善を要する点： 

法学研究科では、職種別教員の年齢構成、ジェンダー構成、外国人教員雇用実績などはおおむね適切

である。 

 

＜資料一覧＞ 

５－１－１－１：法学研究科組織図 

５－１－１－２：入学・収容定員 

５－１－１－３：教員配置状況 

５－１－１－４：学部、大学院非常勤講師数 

５－１－１－５：教員職種別年齢構成等一覧 

５－１－１－６：総長教育賞表彰候補者推薦一覧 

 

 

（２） 教員の採用及び昇格に当たって、適切な基準が定められ、それに従い適切な運用がなされているこ

と。 

 

視点１：教員の採用基準や昇格基準が明確、かつ適切に定められ、適切な運用がなされているか。特

に、学士課程においては教育上の指導能力の評価、大学院課程においては、教育研究上の指導能

力の評価が採用・昇格に反映されているか。 

 

・ 視点に係わる状況を以下の資料を用いて説明： 

法学部・法学研究科では、全専攻ともすべての教員職種において、新規採用・昇格人事に関わらず、採

用・昇格職種により構成メンバーは異なるものの、法学研究科総合運営調整教授会の下に選考委員会を設

置し、候補者の適正な選考に努めてきた（資料５－２－１－１：東北大学大学院法学研究科総合運営調整
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教授会内規、第３条第１号、第１６条乃至第１８条；資料５－２－１－２：東北大学大学院法学研究科法科大

学院運営委員会内規、第３条第１号、第１４条；資料５－２－１－３：東北大学大学院法学研究科公共政策

運営委員会内規、第３条第１号、第１４条；資料５－２－１－４：東北大学大学院法学研究科研究大学院運

営委員会内規、第３条第１号）。選考委員会では、何よりも候補者のこれまでの教育・研究業績を重視すると

ともに、人物評価を加味して選考している。選考委員会で選考された候補者は、さらに、法学研究科総合運

営調整教授会に付議され、議決を受けている。 

 

・ 各資料の分析結果とその根拠理由： 

〇法学部・法学研究科は、選考委員会に関する規定を整備し、選考作業にあたっている。 

〇法学部・法学研究科では、新規教員の採用・昇格人事にあたっては、選考委員会が教育・研究実

績の評価に加え、人物評価を重視して選考している。 

〇選考委員会で決定した候補者は、法学部・法学研究科総合運営調整教授会に付議され、議決を受

けている。 

以上のことから、法学研究科では、教員の採用・昇格人事について適切な運用がなされ、教育・研

究上の指導能力の評価が採用・昇格に反映されていると判断される。 

 

・ 優れた点及び改善を要する点： 

法学研究科では、従来から、教育・研究能力に秀でた優れた教員の採用・昇格人事がなされてきた。平

成１６年度に設置された専門職大学院課程（法科大学院・公共政策大学院）の教育を担当する教員は、実

務法曹、政策専門家を養成するという教育目的から、特に優れた教育能力を有することが必要とされている。

このことを実現するために、総合法制専攻（法科大学院）、公共法政策専攻（公共政策大学院）は、それぞ

れの運営委員会において、カリキュラムのあり方について審議し、特定分野の教育に必要な実務家教員、研

究者教員の採用・昇格人事を速やかに行うために、専攻長（院長）を通して、法学研究科総合運営調整教

授会に、科目担当教員の選考委員会の設置を発議することとなっている。先端分野の研究と実務教育の架

橋を図るという専門職大学院課程の教育目的実現のためには、教育能力のある優秀な研究者教員・実務

家教員の確保が必須であり、このような制度は、機動的な人事のあり方として優れた点を有する。 

外国人教員の採用については、平成１６年度に、ドイツ法担当教員の選考にあたり国際公募を行ったこと

が特筆される（資料５－２－１－５：ドイツ法担当教員公募(16 年度））。法学研究科と部局間交流のあるゲッ

チンゲン大学法学部等、複数のドイツの大学法学部に協力を要請するとともに、法学研究科のウエブサイト

にドイツ語の募集要項を公開した。候補者の面接も現地で行われた。このような外国人教員の国際公募は、

研究者・教育者の人材を広く求める試みとして大変優れた試みといえる。改善を要する点としては、このよう

な国際公募を実現するためにかかる、広報活動や面接実施のための財源の確保や、選考委員会委員の人

的な負担の大きさがあげられる。 

 

＜資料一覧＞ 

資料５－２－１－１：東北大学大学院法学研究科総合運営調整教授会内規 

資料５－２－１－２：東北大学大学院法学研究科法科大学院運営委員会内規 

資料５－２－１－３：東北大学大学院法学研究科公共政策運営委員会内規 

資料５－２－１－４：東北大学大学院法学研究科研究大学院運営委員会内規 

資料５－２―１―５：ドイツ法担当教員公募(平成１６年度） 
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視点２：教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備され、機能してい

るか。 

 

（略） 

 

《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明。 
法科大学院では、開設当初の平成１６年度より、学生による授業アンケートを、毎セメスター、

すべての授業科目で実施している（資料５－２－２－２－１：授業アンケート集計結果）。アンケー

トの結果については、各教員の授業内容の向上に役立てるよう、直接教員個々人に示している。ま

た、集計結果の全体平均を算出し、個々の教員が自己の結果とそれを比較することによって、改善

点を見出すことができるように配慮している。また、平成１７年度からは、専門職大学院事務室に

おいて、各教員が、自己の担当する授業科目以外の授業アンケートについても直接に結果を閲覧す

ることができるようにした（資料５－２－２－２－２：閲覧可能案内文書）。なお、実務刑事法にお

いては、担当教員各人が、相互に授業を参観し、授業後、意見交換を行っている。 
法科大学院では、平成１７年度に電子メール形式での目安箱を設置し、法科大学院生からの教育

に関する要望が法科大学院長及び副院長に電子メールで直接的に届けられる体制をとっている（資

料５－２－２－２－３：目安箱設置案内文書）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○学生によるすべての授業科目に関するアンケートを毎セメスター行っている。 
○授業評価アンケートによる評価結果は、各教員に示し、授業内容の向上を図っている。 
○各教員が、自己のアンケート結果を全体結果及び他の特定科目の結果と比較することができる制

度を設けている。 
○随時、教育活動に関する学生の意見を聴取することができるように電子メール目安箱を設置して

いる。 
 以上のことから、法科大学院では、授業評価や満足度評価、学習環境評価等の学生の意見の聴取

が行われており、学生による評価結果が教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映され

ていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○学生による授業評価をすべての授業科目において毎セメスター行うだけでなく、目安箱を設置し、

学生の「いまの声」を随時聴取し、関連する委員会に案件を付託し、臨機応変の対処を行うことが

できる体制を設けているのが特長である。 
○授業評価に関する評価結果を分析する専門の委員会を設け、課題について組織的に対応する制度

を整備することが今後の課題である。 
○教員間の授業に関する相互参観の制度を整備していくことが今後の課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料５－２－２－２－１：授業評価集計結果資料 
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資料５－２－２－２－２：授業評価アンケート集計結果の閲覧可能案内 
資料５－２－２－２－３：目安箱設置案内文書 
 

（略） 

 

（３） 教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われていること。 

 

視点１：教育の目標を達成するための基礎として、教育内容等と相補性を有する研究活動が行われて

いるか。 

 

（略） 

 

《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、教育の目標を達成するため、授業科目は研究領域そのもの、もしくはそれに近

い領域を研究分野とする教員、または、授業科目に関する実務経験が豊富な実務家教員が担当して

いる。 
とくに、第 1 年次科目において法律基礎科目を理論的観点を中心に教育し、第 2・3 年次で、理

論と実務の架橋を目指した基幹科目（実務民事法、実務刑事法、実務公法）、理論を踏まえつつ、法

曹実務の基礎的な素養を培うことを目標とした実務基礎科目という必修科目を中核に据える法科大

学院のカリキュラムを実施するために必要な教員配置を行っており、その教育内容・教育方法につ

いても、当該科目の研究分野・実務分野を融合した領域の中から常時アップツーデートな教材等を

用いている（資料５－３－１－２－１：開講科目一覧（学生便覧）、資料５－３－１－２－２：東北

大学情報データベースシステム：研究者紹介トップページ）。 
また、過度に実務的な見方に傾斜しないように留意し、法学の理論的素養を涵養することを目的

とした基礎法・隣接科目及び現代のわが国の法学・法曹実務が直面している課題に対して的確に対

応できる能力を涵養することを目的とした展開・先端科目については、まさに当該研究・実務領域

のエキスパートである教員が担当している。 
平成１７年度に開講した授業科目と担当教員の対応表は資料のとおりである（資料５－３－１－

２－１：学生便覧）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○法科大学院のカリキュラムにおいて必要な教育内容・教育方法は、当該科目の対象領域における

最新の研究成果を取り入れつつ、常にアップツーデートな内容である必要があり、法科大学院の教

員は、当該授業科目で扱う法領域の研究を基礎としていることに照らして担当授業科目が決定され

ている。 
以上のことから、法科大学院では、教育の目標を達成するための基礎として、教育内容と相補性

を有する研究活動が行われていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○法科大学院では、文部科学省による設置審査において、教員の授業科目担当に関する資格適正に
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ついての審査を受けており、現在の教員はその審査に合格したものであり、この項目については、

十分に満たしていると判断される。 
 
＜資料一覧＞ 
資料５－３－１－２－１：開講科目一覧（学生便覧） 
資料５－３－１－２－２：東北大学情報データベースシステム研究者紹介トップページ 
            http://www5.bureau.tohoku.ac.jp  
 

（略） 

 

視点２：部局（大学）において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員、技術職員等の教育

支援者が適切に配置されているか。また、TA等の教育補助者の活用が図られているか。 

 

（略） 

 

《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、編成された教育課程を適切かつ十分に展開するため、資料に挙げるとおりに事

務を組織して、教務事務を行っている（資料５－３－２－２－１：事務組織表）。 
 また、オフィスアワー制度を設け、個々の教員が法科大学院生の学習相談等に応じるとともに（

資料５－３－２－２－２：オフィスアワー利用状況）、法科大学院における授業の支援等を主たる業

務とする助手を３名、法科大学院用図書室において学生の学習支援業務を行う助手を１名雇用して

いる（資料５－３－２－２－３：助手職務分担表）。 
 さらに、法学研究科全体として雇用されているＴＡのうち、法科大学院担当教員に関連するもの

については、法科大学院の授業科目にも配置されている（資料５－３－２－２－４：ＴＡ配置表）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○事務組織として、専門職大学院を置いて、教務事務を行っている。 
○オフィスアワー制度を設け、学習相談等に応じている。 
○法科大学院における授業の支援等を主たる業務とする助手及び法科大学院用図書室において学生

の学習支援等を行う助手を雇用している。 
○法学研究科全体として雇用されているＴＡは、法科大学院の授業科目にも配置されている。 
 以上のことから、法科大学院においては、大学において編成された教育課程を展開するに必要な

事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置されており、また、ＴＡ等の教育補助者の活用が

図られていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○オフィスアワー制度を設けていること、主として法科大学院の教育補助を行う助手を採用してい

ること、法科大学院用図書室専属の助手を採用していること、ＴＡによる学習指導を行っているこ

とが特長である。 
○法科大学院担当教員専属の教育補助者の継続的雇用を図り、より充実した教育体制を整備するこ
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とが今後の課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料５－３－２－２－１：事務組織表 
資料５－３－２－２－２：オフィスアワー利用状況 
資料５－３－２－２－３：助手職務分担表 
資料５－３－２－２－４：ＴＡ配置表 
 

（略） 
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評価項目６ 教育内容及び方法（認証評価基準５） 
 
＜学士課程＞ 
 
（略） 

 

＜大学院課程＞ 
（４）教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており、その内容、水準、授与され

る学位名において適切であること 
 

《法科大学院》 

視点１：教育の目的や授与される学位に照らして、教育課程が体系的に編成されており、目的

とする学問分野や職業分野における期待にこたえるものになっているか。 

 
・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院は、優れた法曹（法科大学院では、現行法体系全体の構造を正確に理解する能力、具

体的な問題について広い視野から多様な視点を設定して考察する能力、緻密で的確な論理展開能力、

他者とのコミュニケーションを図る高度の能力などを備えた法曹を「優れた法曹」と考えている）

の養成を目的とした独自のカリキュラムを組んでいる。 
まず、法学未修者に対して第１年次科目（公法（憲法、行政法）、民法、刑法、商法、民事訴訟法、

刑事訴訟法）を開講して、1 年間で法学既修者と呼ぶに相応しい能力を備えることを目的とした教

育を行う。 
次に、2 年次には従来の六法の縦割り授業から脱却した視点をもつ基幹科目として民法、商法、

民事訴訟法を融合した実務民事法、刑法及び刑事訴訟法を融合した実務刑事法、憲法及び行政法を

融合した実務公法を開講している。このほか、実務基礎科目（法曹倫理、民事・行政裁判演習、刑

事裁判演習（以上、必修科目）、民事要件事実基礎、刑事事実認定論、リーガル・リサーチ、リーガ

ル・クリニック、エクスターンシップ、模擬裁判（以上、選択必修科目））、基礎法・隣接科目（日

本法曹史演習、西洋法曹史、実務法理学Ⅰ・Ⅱ、実務外国法Ⅰ・Ⅱ、法と経済学）、展開・先端科目

（環境法、経済法理論、経済法実務、倒産法、実務労働法Ⅰ・Ⅱ、知的財産法Ⅰ・Ⅱ、企業課税論、

国際法発展、国際私法など）を開講している。 
とりわけ 3 年次の必修である実務基礎科目（法曹倫理（2 年次・3 年次開講）、民事・行政裁判演

習、刑事裁判演習）は、将来の法曹の職務に直結する内容となっている（資料６－４－１－１－１

：学生便覧、資料６－４－１－１－２：シラバス）。また、基礎法・隣接科目は、過度に実務的な見

方に傾斜しないように留意し、法学の理論的素養を涵養することを目的とした教育を目指し、展開

・先端科目は民事法、刑事法、公法が相互に絡み合う分野について、現代のわが国の法学・法曹実

務が直面している課題に対して的確に対応できる能力を涵養することを目的とした教育を行ってい

る。 
総じて言えば、1 年次は法学未修者のための教育、2 年次は法曹となるために必要な理論的な深

化を目指すとともに、実務の基礎にも触れる教育、3 年次は理論に基づいた法曹実務の初歩的な理

解と経験に関する教育を行う。そのために、研究者教員及び実務家教員相互の不断の努力がなされ

ている。 
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課程修了要件は、第１年次科目３０単位、基幹科目２８単位、実務基礎科目のうち必修科目８単

位及び選択必修科目２単位以上、基礎法・隣接科目４単位以上、展開・先端科目２４単位以上の修

得及び９６単位以上の修得である（資料６－４－１－１－１：学生便覧）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○研究者教員及び実務家教員相互の不断の努力により、理論科目と実務科目との間に有機的関連が

ある。 
○講義、演習が適切に構成され、教育目標を達成するように配置されている。 
○授業科目担当における研究者教員と実務家教員とのバランスが適切である。 
○法科大学院カリキュラムは、法曹養成のために適切なものである 

以上のことから、教育の目的や授与される学位に照らして、教育課程が体系的に編成されており、

目的とする学問分野や職業分野における期待に応えるものになっていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○理論と実務の架橋を強く意識した授業科目が設けられていること、基幹科目において民事法、刑

事法、公法という大きな括りの科目を設けることにより、隣接法領域の理解が深まるように配慮

されていること、理論的な教育を重視しつつも、実務科目を通じて、実務家として必要不可欠な

素養を獲得できる科目を配置していることが特長である。 
○特に、展開・先端科目については、社会の変化等に応じて、臨機応変にカリキュラム等委員会に

おいて、カリキュラムの見直し・検討を行っていく体制を整備することが課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－４－１－１－１：学生便覧（冊子体） 
資料６－４－１－１－２：シラバス（冊子体） 
 
 

視点２：授業の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 
 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院のカリキュラムは、２年または３年間で優れた法曹として独り立ちできるように、法

曹教育に必要な広範な分野を体系的に編成した内容となっており、法科大学院の教育目的に十分合

致していると判断される。 
具体的には、１年次に、法学未修者が法学の基礎的な知識の修得を可能にすることを可能にする

科目（公法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法）を開講し、２・３年次には、将来法曹

として活動するために必要不可欠な理論的基礎を獲得する科目（実務民事法、実務刑事法、実務公

法）、実務における技能・ノウハウを感得させる科目（実務基礎科目）、隣接学問領域との関係にお

いて法現象の持つ意義を学ぶ（基礎法・隣接科目）、法学の高度化・専門化・複雑化に対応する能力

を涵養する科目（展開・先端科目）を開講している（資料６－４－１－２－１：学生便覧、資料６

－４－１－２－２：シラバス）。2 年次、3 年次に中心としておかれる授業科目については前項で説

明した。 
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・各資料の分析結果とその根拠理由 
○法科大学院では、目的に即した内容の授業科目が設定されている。 
 以上のことから、授業の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっていると

判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○2年次に、法曹として身につけるべき理論的な素養を深めるため、実務民事法、実務刑事法、実

務公法として基幹科目を設定していることは、他の法科大学院にない特徴である。これが3年次

の実務基礎科目と実質的に連携するように不断の努力が必要である。 
○各授業科目について、社会の変化等に応じて、臨機応変に教員各人およびカリキュラム等委員会

において、授業内容の見直し・検討を行っていくよう努め、そのための体制を整備することが課

題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－４－１－２－１：学生便覧（冊子体） 
資料６－４－１－２－２：シラバス（冊子体） 
 
 

視点３：授業の内容が、全体としての教育の目的を達成するための基礎となる研究活動の成果

を反映したものとなっているか。 
 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院の各教員の授業内容は、法科大学院シラバスにより、研究活動については、東北大学

情報データベースにより確認することができる。こられによれば、各教員の教育内容と研究活動は

適切に関連している。 
 授業内容について、第１年次科目の場合、法学基本科目に関する理論的な知見に支えられている

ものである。また、基幹科目については、複数の隣接法分野に関連する実務的諸問題に関する高度

な理論的知見に支えられているものである。実務基礎科目の内容は、複雑高度な実務的問題を対象

にしつつも、豊富な実務経験に裏付けられた理論的洞察を基礎にしたものとなっている。基礎法・

隣接科目および展開・先端科目の授業内容は、高度な理論的知見に支えられた基礎理論的、比較法

的、発展的な諸問題を扱うものとなっている。 
なお、法科大学院においては、各法分野が現在直面している問題について、最新の判例等を素材

にして、その分野を専門とした研究者教員及び実務家教員と学生との双方向的な講義・演習が行わ

れている（資料６－４－１－３－１：シラバス、資料６－４－１－３－２：講義配布資料例）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○シラバスにおいて、教員の執筆した論文などが参考文献等に挙げられている。 
○講義・演習等において、教員が独自に作成したレジュメ・資料等を配布している。 
 以上のことから、授業の内容が、全体としての教育の目的を達成するための基礎となる研究活動

の成果を反映したものとなっていると判断される。 
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・優れた点及び改善を要する点 
○学生は、教員の優れた研究業績に裏打ちされた授業を受けることにより、法学の最先端の議論に

触れ、理論的な理解を深めることができると同時に、実務的な事実の見方等を学ぶことができる。 
○双方向授業のあり方については、法科大学院開設の各科目全般について、不断の研究・改善を要

するところである。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－４－１－３－１：シラバス（冊子体） 
資料６－４－１－３－２：講義配布資料例 
 

視点４：単位の実質化への配慮がなされているか。 

 
・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院では、学生が十分な予習・復習時間を確保し、講義を適切に履修することができるよ

うにするために、最大履修登録単位数の上限を設定している。具体的には、１年次３２単位、２年

次３６単位、３年次４４単位である。なお、１年次配当科目履修中は、リーガルリサーチ以外の科

目を履修することができないことなど、年次ごとの教育目的に応じて、履修可能科目の制限も行っ

ている（資料６－４－１－４－１：学生便覧）。なお、授業評価アンケートの項目として、予習・復

習に関する所要時間を設けることにより、学生の負担・自習の実質について把握するように努めて

いる（資料６－４－１－４－２：授業評価集計結果資料）。 
また、法科大学院では、オリエンテーションや学生便覧等によって、履修モデルコースなどを図

表化して学生に提示すると同時に、オフィスアワー制度を設けることで、学生に適切な履修指導を

実施している（資料６－４－１－４－１：学生便覧、資料６－４－１－４－３：ガイダンス配付資

料）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○履修登録単位の上限が設定されている。 
○年次による履修可能科目の制限が行われている。 
○履修モデルを提示し、自学自習を促すガイダンスを実施している。 
 以上のことから、単位の実質化への配慮がなされていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○最大履修登録単位の上限を設けていること、法科大学院生が予習・復習にかける時間は単位の実

質化という観点から見て、十分であることが特徴である。 
○学生の予習・復習の時間のバランス等がより適切なものとなるよう、カリキュラム上の工夫や教

育指導を組織的に行う体制を整えることが今後の課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－４－１－４－１：学生便覧（冊子体） 
資料６－４－１－４－２：授業評価集計結果資料 
資料６－４－１－４－３：ガイダンス配付資料 
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（略） 

 
（５）教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法が整備されていること。 
 
《法科大学院》 

視点１：教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランスが

適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 
 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、講義形態の授業が大半であり、それに加え演習が開講されている。 

法科大学院では、１年次配当科目および基幹科目では、学生の座席は学期を通じて指定され、教

員は学生の顔写真が入った座席表を持って授業に臨むことにより、教える側と教えられる側の親密

感・緊張感が高まるよう工夫している（資料６－５－１－１－１：座席表例）。 
これらの授業科目を含め、法科大学院科目は、優れた法曹の養成という目的を達成するため、す

べて対話型双方向の授業形態がとられている。当該授業形態を効率よく実施するためには、学生の

事前の十分な予習が必要となるため、毎回の授業ごとに、教育支援システム（ＴＫＣ）を通じて、

予習の課題を明確に示すなどの工夫がなされている（資料６－５－１－１－２：シラバス、資料６

－５－１－１－３：ＴＫＣマニュアル）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○授業形態は、法科大学院の教育目的を達成できるように、講義を中心に合理的に設定されている。 
○十分な予習のための指示の的確な指示や少人数教育の徹底など、教育内容に応じた学習指導方法

が適切に実施されている。 
 以上のことから、教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バラ

ンスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされていると判断さ

れる。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○全授業科目において少人数教育を徹底していること、学生と教員距離を縮めるため写真入座席表

を作成・携帯して講義を行っていることなどが特長である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－５－１－１－１：座席表例 
資料６－５－１－１－２：シラバス（冊子体） 
資料６－５－１－１－３：ＴＫＣマニュアル 
 
 

視点２：教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されているか。 
 
・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
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 法科大学院のシラバスは「東北大学シラバス作成要項」に基づき作成されており、授業の目的と

概要、学習到達目標、授業の内容・方法と進度予定、成績評価方法、教科書及び参考書、その他か

ら構成されている。 
シラバスは、冊子で公開すると同時に、学生に対しては、オリエンテーション等において、履修

登録の際に積極的にシラバスを活用するように説明している（資料６－５－１－２－１：ガイダン

ス配付資料）。また、上記のＴＫＣを通じて、シラバスの補完がされている。 
シラバスの活用状況については、学生による授業評価アンケート項目となっており、その結果は

資料のとおりとなっている（資料６－５－１－２－２：授業評価集計結果資料）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○教育課程の趣旨に沿って、統一された様式に即したシラバスが作成されている。 
○シラバスの活用状況について、学生による授業評価アンケート項目となっている。 
○授業評価アンケート結果から、シラバスが活用されていることが分かる。 
 以上のことから、教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されている。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○授業の内容・進度等を詳細に記したシラバスを作成していること、授業の進度に応じたシラバス

の修正をＴＫＣでアップツーデートに行っていることが大きな特長である。 
○シラバスのＨＰにおける公開を可及的速やかに実施することが課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－５－１－２－１：ガイダンス配付資料 
資料６－５－１－２－２：授業評価集計結果資料 
 
（略） 
 
（６）研究指導が大学院教育の目的に照らして適切に行われていること。 
 
《法科大学院》 
 法科大学院は法曹養成に特化した教育機関であり、従来の大学院の有した研究指導は行っていな

いが、優秀な成績で修了した者については、新司法試験合格を条件として、従来の博士課程の道を

開く予定である。 
 
（略） 
 
（７）成績評価や単位認定、修了認定が適切であり、有効なものとなっていること。 
 
《法科大学院》 

視点１：教育の目的に応じた成績評価基準や終了認定基準が組織として策定され、学生に周知

されているか。 
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・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、成績評価の区分を東北大学法科大学院規程第８条において規定しており、それ

は学生全員に配布されている学生便覧に明記されている（資料６－７－１－１－１：東北大学法科

大学院規程、資料６－７－１－１－２：学生便覧）。 
具体的には、試験の成績は、１００点を満点とし、ＡＡ：９０点以上、Ａ：８０点以上９０点未

満、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０点以上７０点未満、Ｄ：６０点未満の５段階とし、ＡＡ、

Ａ、Ｂ、Ｃを合格とすることとし、人数比につき、ＡＡは若干名、Ａは２０％以下、Ｂ、Ｃは４０

パーセントを目処にし、プラスマイナス２０パーセントの変動を認めることとし、各教員の採点の

際の指針として示している。不合格であるＤについては絶対評価である。なお、成績の基準等につ

いては、より詳細な資料を学生等に掲示により告知している（資料６－７－１－１－３：学生に対

する掲示資料）。 
 修了認定基準は、東北大学法科大学院規程第１２条に規定されており、それは学生全員に配布さ

れている学生便覧に明記されている（資料６－７－１－１－２：学生便覧）。具体的には、３年以上

在学し、第１年次科目３０単位、基幹科目２８単位、実務基礎科目１０単位以上、基礎法・隣接科

目４単位以上及び展開・先端科目２４単位以上の計９６単位を修得しなければならないこととされ

ている。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○成績評価基準及び修了認定基準は、東北大学法科大学院規程において策定している。 
○成績評価基準及び修了認定基準を規定した東北大学法科大学院規程は、全学生に配布されている

学生便覧に明示されている。 
○成績評価基準及び修了基準については、オリエンテーション時のガイダンスや掲示等の方法によ

って、学生への周知を図っている。 
以上のことから、教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され、学生

に周知されていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○成績評価の基準に関して客観的な基準を示していること、各評点に関する人数比の目安を定めて

いることが特長である。 
○少人数のクラスが多いため、人数比の目安が有効に機能しない場合があり、それらの科目に関す

る採点方法・基準を検討することが今後の課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－７－１－１－１：東北大学法科大学院規程 
資料６－７－１－１－２：学生便覧（冊子体） 
資料６－７－１－１－３：学生に対する掲示資料 
 
 

視点２：成績評価基準や修了認定基準に従って、成績評価、単位認定、修了認定が適切に実施

されているか。 
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・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
法科大学院の成績評価は、規程に基づき５段階（ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）で行われているが、各

授業科目における具体的な評価方法については、事前にシラバスにおいて公表すると同時に（資料

６－７－１－２－１：シラバス）、適宜、ＴＫＣにおいても周知している（資料６－７－１－２－２

：ＴＫＣマニュアル）。 
また、科目ごとに成績分布図や平均点を一覧表にしたものを各教員に配布し（資料６－７－１－

２－３：成績等一覧表）、教員が自らの成績評価を他の教員のそれと比較することを可能にすること

によって、偏った成績評価が下されないよう工夫が施されている。 
また、平成１７年度からは、人的考慮が採点に影響しないように、採点に当たって答案にマスキ

ングを施すこととしている。2 年次における中核的科目である基幹科目をはじめとして多くの必修

科目においては、複数回の中間試験やレポート等の成績も成績評価の資料として用いている。 
 修了認定は、東北大学法科大学院規程第１３条に基づき、法科大学院運営委員会の議に基づき、

教授会が行うこととなっている（資料６－７－１－２－４：東北大学法科大学院規程）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○成績評価は、基準に基づき、５段階（ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）で行われており、教員の成績評価

が偏重を来さないように、科目ごとに成績分布図を作成し、各教員に配布している。 
○採点の公正性・客観性を確保するため、答案にマスキングを施している。 
○修了認定は、規程にしたがい、法科大学院運営委員会の議に基づき、教授会が行うこととなって

いる（ただし、法科大学院は平成１６年度に開設されたため、平成１７年度現在修了認定者はゼ

ロである）。 
 以上のことから、成績評価基準や修了認定基準に従って、成績評価、単位認定、修了認定が適切

に実施されていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○採点に当たり答案にマスキングを施し公正を期していることが特長である。 
○また、一度限りの定期試験のみで採点することをせず、プロセスとしての教育の本旨に則り、中

間試験の成績等もあわせた総合的な成績評価をしていることも特徴である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－７－１－２－１：シラバス（冊子体） 
資料６－７－１－２－２：ＴＫＣマニュアル 
資料６－７－１－２－３：成績等一覧表 
資料６－７－１－２－４：東北大学法科大学院規程 
 
 

視点３：学位論文に関わる適切な審査体制が整備され、機能しているか。 
 
 法科大学院では、学位論文の作成は課されていない。 
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視点４：成績評価等の正確性を担保するための措置（例えば、学生からの成績評価に関する申

立て等が考えられる）が講じられているか。 
 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、定期試験、客観的平常点（中間試験、小テスト、レポート等）、主観的平常点（

質疑応答、出席状況等）を総合して成績評価を行うことにより、成績評価の正確性を担保している

（資料６－７－１－４－１：運営委員会教務連絡資料）。また、各科目の定期試験終了後、適切な時

期に、試験結果に関する講評を行うこととし、学生の成績評価に関する疑問等に対処している（資

料６－７－１－４－２：ＴＫＣマニュアル）。さらに、採点の公平性を確保するため、試験答案にマ

スキングを施している（資料６－７－１－４－３：カリキュラム等委員会７月度議事録、資料６－

７－１－４－４：法科大学院運営委員会議事録（平成１７年７月２０日））。 
なお、成績評価について不服のある学生は、専門職大学院係に確認を求めることができる。 

 
・各資料の分析結果とその根拠理由 

○試験結果についての講評を行うことにより、学生の試験結果に関する疑問を解消することとして

いる。 
○複数の資料に基づき成績評価を行っている。 
○成績評価について不服のある学生は、専門職大学院係に確認を求めることができる。 
○試験答案にマスキングを施している。 
 以上のことから、成績評価等の正確性を担保するための措置が講じられていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○複数の資料に基づき成績評価を行っていること、試験結果についての講評を行うことにより、学

生の試験結果に関する疑問を解消していること、試験答案にマスキングを施していることなどが

特長である。 
○成績に関する疑問に対して、組織的に対応する方策を策定する必要がある。 
 
＜資料一覧＞ 
資料６－７－１－４－１：運営委員会教務連絡資料 
資料６－７－１－４－２：ＴＫＣマニュアル 
資料６－７－１－４－３：カリキュラム等委員会７月度議事録 
資料６－７－１－４－４：法科大学院運営委員会議事録（平成１７年７月２０日） 
 
（略） 
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評価項目７ 教育の成果と効果（認証評価基準６） 

 
（１） 教育の目的において意図している、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しよう

とする人材像等に照らして、教育の成果や効果が上がっていること。 
 
視点１：部局として、その目的に沿った形で、全学教育、専門教育等において、課程に応じて、

学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等について方針が明らかにされ

ており、その達成状況を検証・評価するための適切な取組が行われているか。

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院においては、特定の法分野に強い法曹を養成するのではなく、どの職種・どの分野の

仕事にも共通して要求される基礎的な能力を確実に身につけた法曹、つまり足腰の強い、優れた法

曹を養成することを目的としている。具体的には、①現行法体系全体の構造を正確に理解する能力、

②冷静な頭脳と温かい心をもって社会を観察し、そこに問題を発見する能力、③具体的な問題につ

いて広い視野から多様な視点を設定して考察する能力、④緻密で的確な論理を展開することのでき

る能力、⑤他人とのコミュニケーションをするための高度の能力（理解力、表現力、説得力）を備

え、⑥知的なエリートとしての誇りをもち、それに伴う責務を自覚している法曹である。 
また、開設授業科目を、第１年次科目（公法（憲法、行政法）、民法、刑法、商法、民事訴訟法、

刑事訴訟法）、基幹科目（実務民事法、実務刑事法、実務公法）、実務基礎科目（法曹倫理、民事・

行政裁判演習、刑事裁判演習、民事要件事実基礎、刑事事実認定論、リーガル・リサーチ、リーガ

ル・クリニック、エクスターンシップ、模擬裁判）、基礎法・隣接科目（日本法曹史演習、西洋法曹

史、実務法理学Ⅰ・Ⅱ、実務外国法Ⅰ・Ⅱ、法と経済学）、展開・先端科目（環境法、経済法理論、

経済法実務、倒産法、実務労働法Ⅰ・Ⅱ、知的財産法Ⅰ・Ⅱ、企業課税論、国際法発展、国際私法

など）に分類し、科目ごとにその目的、涵養を意図している資質・能力を明確に提示している（資

料７－１－１－２－１：学生便覧、資料７－１－１－２－２：シラバス）。なお、これらの目的等に

ついては、募集要項、法科大学院パンフレットやホームページにおいて公表している（資料７－１

－１－２－３：募集要項、資料７－１－１－２－４：パンフレット、資料７－１－１－２－５：Ｈ

Ｐ）。 
 以上の目的の達成状況を不断に検証・評価するため、原則として、毎月１回以上、法科大学院カ

リキュラム等委員会を開催し、現在のカリキュラムの問題点・改善点などについて検討を加え、対

応を図ると同時に、必要に応じて法科大学院運営委員会に議題を付す体制をとっている（資料７－

１－１－２－６：組織図、資料７－１－１－２－７：法科大学院カリキュラム等委員会記録）。 
 法科大学院においては、学生の履修科目毎の成績は専門職大学院係で取りまとめられ、進級およ

び修了要件の判定時に法科大学院運営委員会および総合運営調整教授会に提出され、科目履修状況、

単位修得状況、成績分布状況、原級留置状況などのデータが上記委員会および教授会構成員に報告

される。また、学年毎の学生の履修状況や単位取得状況は専門職大学院係で取りまとめられ、次年

度の履修計画を学生が立てる際に学生に開示される。希望する学生は、オフィスアワーを活用して
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教員による勉学上の助言が得ることができる。さらに、法科大学院では、全科目につき授業評価ア

ンケートを行っている（資料７－１－１－２－８：授業評価アンケート実施状況）。アンケート結果

については、各教員の授業内容の向上に役立てるよう、直接教員個々人に示し、また、集計結果の

全体平均を算出し、個々の教員が自己の結果とそれを比較することによって、改善点を見出すこと

ができるように配慮している。なお、平成１７年度からは、専門職大学院事務室において、各教員

が、自己の担当する授業科目以外の授業アンケートについても直接に結果を閲覧することができる

ようにした（資料７－１－１－２－９：閲覧可能案内文書）。 
  

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○法科大学院が養成しようとする人材像を明確にし、それを募集要項、パンフレット、ホームペー

ジにおいて公表している。 
○科目を５分野に類型化し、それぞれの類型について、その目的や涵養を意図している資質・能力

を明らかにし、それをパンフレットやホームページにおいて公表している。 
○カリキュラム等委員会が、原則、毎月１回以上開催され、カリキュラム等の不断の検討を行って

いる。 
 以上のことから、その目的に沿った形で、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとす

る人材像等について方針が明らかにされており、その達成状況を検証・評価するための適切な取組

みが行われていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
 ○養成しようとする法曹像を明確に示し、さまざまなルートを通じて周知していること、カリキュ

ラム等委員会が活発に活動を行い、目的の達成状況を不断に検証・評価していることが特長であ

る。 
 ○アンケート結果の組織的分析・検討を行う体制の整備が課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料７－１－１－２－１：学生便覧（冊子体） 
資料７－１－１－２－２：シラバス（冊子体） 
資料７－１－１－２－３：募集要項（冊子体） 
資料７－１－１－２－４：法科大学院パンフレット（冊子体） 
資料７－１－１－２－５：法科大学院ＨＰ（http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/） 
資料７－１－１－２－６：組織図 
資料７－１－１－２－７：法科大学院カリキュラム等委員会開催記録 
資料７－１－１－２－８：授業評価アンケート実施状況 
資料７－１－１－２－９：閲覧可能案内文書 
 
（略） 
 

視点２：各学年や卒業時（修了）時等において、学生が身に付ける学力や資質・能力について、

単位取得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文等

の内容・水準から判断して、教育の成果や効果が上がっているか。
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（略） 
 

《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、年次ごとに身につけるべき学力、資質・能力の程度を明示し、要求される水準

に到達した者だけを進級させる制度（進級制）を採用しており、２年次に進級するためには、第１

年次科目３０単位を修得しなければならず、また、３年次に進級するためには、基幹科目２８単位

を修得しなければならない（資料７－１－２－２－１：東北大学法科大学院規程９条、１０条）。 
学生の進級状況及び各授業科目の試験結果は、教育の成果や効果の指標となる。昨年度の学生の

単位取得状況及び進級状況等は以下のとおりである（資料７－１－２－２－２：学生の単位取得状

況、進級状況表）。 
進級できなかった者（原級留置者）については、現在のところ、以下のように対応している。第

１年次の原級留置者については、単位未修得の必修授業科目を再履修させ、かつ、すでに履修済み

の授業科目への出席も認めている。第２年次の原級留置者については、単位未修得の必修授業科目

を再履修させ、かつ、２年次・３年次配当科目の履修を認めている。なお、再履修の必修授業科目

と２年次・３年次配当科目あわせての最大履修登録単位数は３６単位である（資料７－１－２－２

－３：カリキュラム等委員会議事録）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○９割程度の学生が進級している。 
○多くの学生が、履修登録単位の上限に近い単位数を取得している。 
 以上のことから、各学年や卒業（修了）時等において、学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて、単位取得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文

等の内容・水準から判断して、教育の成果や効果が上がっていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○学生に期待する資質・能力と進級制度を関連付けている点が特長である。 
○進級できなかった者（原級留置者）に対する教育方法等の有り方については、さらに引き続き検

討する必要がある。 
 
＜資料一覧＞ 
資料７－１－２－２－１：東北大学法科大学院規程９条、１０条 
資料７－１－２－２－２：学生の単位取得状況、進級状況表 
資料７－１－２－２－３：カリキュラム等委員会議事録 
 

（略） 
 

視点３：学生の授業評価結果等から見て、部局（大学）が編成した教育課程を通じて、部局（

大学）の意図する教育の効果があったと学生自身が判断しているか。
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（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 平成１６年度に実施した授業評価アンケートの結果は、資料のとおりである（資料７－１－３－

２－１：授業評価集計結果資料）。その結果としては、アンケートの各項目に関して、肯定的な回答

が多いこと（資料７－１－３－２－１：授業評価集計結果資料）、法科大学院の意図する教育の効果

があったと学生自身が判断しているか否かを示すもの「講義要綱に示されたこの授業の目標に対す

るあなたの達成度はどの程度ですか」という項目を挙げることができるが、その項目に対する回答

も、肯定的なものが６５パーセントに達している（資料：授業評価アンケート結果一覧）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○アンケートの各項目に関して、肯定的な回答が多い。 
○大学の意図する教育の効果の有無に関する学生自身の判断に関係する質問項目についても、肯定

的な回答が多い。 
 以上のことから、学生の授業評価結果等から見て、法科大学院が編成した教育課程を通じて、法

科大学院の意図する教育の効果があったと学生自身が判断していると考えられる。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○全科目につき、アンケートを実施することにより、法科大学院の意図する教育の効果があったと

学生自身が判断しているか否かを適時に把握することができる体制を整えていることが特徴であ

る。 
○アンケートの質問項目を不断に改善していくことが課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料７－１－３－２－１：授業評価集計結果資料 
 
（略） 
 

視点４：教育の目的で意図している養成しようとする人材像等について、就職や進学といった

卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果について定量的な面を含めて判断して、教育の成

果や効果があがっているか。

 
（略） 
 
《法科大学院》 

法科大学院は、いまだ修了生を輩出していないため、回答不能である。 
 
（略） 
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視点５：卒業（修了）生や、就職先等の関係者から、卒業（修了）生が在学時に身に付けた学

力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施しているか。また、その結果から

判断して、教育の成果が上がっているか。 

 
 
（略） 

 
《法科大学院》 

法科大学院は、いまだ修了生を輩出していないため、回答不能。 
 
（略） 
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評価項目８ 教育の質の向上及び改善のためのシステム（認証評価基準９） 
 
（１）教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が

整備され、取り組みが行われており、機能していること。 
 

視点１：教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積している

か。 

 

（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、入試委員会が入学者選抜について、カリキュラム等委員会が法科大学院のカリ

キュラムおよび教材の作成等について、それぞれ継続性をもって教育活動の実態と問題点を把握し

ており、重要な事項については総合運営調整教授会・法科大学院運営委員会に諮られることになっ

ている。また、教育実施体制や教育施設・設備を含めた教育全体については、評価広報委員会をは

じめとする関連諸委員会が、各種データを収集・蓄積し、その分析に基づき見直し・改善を行うシ

ステムとなっている（資料８－１－１－２－１：組織図）。 
法科大学院では、教員個々人の教育活動の実態を示すデータや資料として、本学で開発された「

東北大学情報データベースシステム」を利用している。 
 専門職大学院係では、法科大学院における個々の教員の授業担当表として開講科目一覧を作成し

ている（資料８－１－１－２－２：法科大学院開講科目一覧）。また、法学部で作成している「東北

大学法学部 研究・教育の概要」においては、個々の教員の教育活動が記載されており（資料８－

１－１－２－３：『東北大学法学部 研究・教育の概要』）、次号以降は、法科大学院における教育活

動についても記載される予定である。 
 これらのうち紙媒体資料は、専門職大学院において保管することとしている。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○教員個々人は、本学で開発された「東北大学情報データベースシステム」に教育活動内容を入力

している。 
○教員個々人に関する法科大学院教育活動実績については、専門職大学院係が法科大学院授業担当

表を作成している。 
○法学部で作成している『東北大学法学部 研究・教育の概要』において、教員個々人の教育活動

状況を記載する予定である。 
○法科大学院授業担当表及び東北大学法学部 研究・教育の概要は、専門職大学院係において、一

定期間保存することとしている。 
 以上のことから、教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積し

ていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
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○カリキュラム等委員会を中心として、組織として教育活動の実態を示す資料・データ等を収集し、評価・

改善につなげるための体制が整えられている点は、優れている。 
○今後は、東北大学情報データベースシステムを中心に、教育活動に関するデータ・資料の収集・

蓄積を推進していく予定であるので、当該システムへの適時の入力を推進していくことが課題で

ある。 
 
＜資料一覧＞ 
資料８－１－１－２－１：組織図 
資料８－１－１－２－２：法科大学院開講科目一覧 
資料８－１－１－２－３：『東北大学法学部 研究・教育の概要』第６号 Ⅶ教官の研究教育活動 
 
（略） 
 

視点２：学生の意見の聴取（例えば、授業評価、満足度評価、学習環境評価等が考えられる）

が行われており、教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 
 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
法科大学院では、開設当初の平成１６年度より、学生による授業アンケートを、毎セメスター、

すべての授業科目で実施している（資料８－１－２－２－１：アンケート総合集計表-8(1)視点 2 関

係）。アンケートの結果については、各教員の授業内容の向上に役立つよう、直接個々の教員に示し

ている。また、集計結果の全体平均を算出し、個々の教員が自己の結果とそれを比較することによ

って、改善点を見出すことができるように配慮している。また、平成１７年度からは、専門職大学

院事務室において、各教員が、自己の担当する授業科目以外の授業アンケートについても結果を閲

覧することができるようにした（資料８－１－２－２－２：授業アンケート結果閲覧可能案内）。 
法科大学院では、平成１７年度に電子メール形式での目安箱を設置し、法科大学院生からの教育

に関する要望が法科大学院長及び副院長に電子メールで直接的に届けられる体制をとっている（資

料８－１－２－２－３：目安箱）。 
平成１７年度は、法科大学院副院長が、１年次および２年次学生との昼食会を実施し、学生の意

見を直接的にくみ上げ、的確かつ迅速な対応を図った（資料８－１－２－２－４：昼食会案内）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○学生によるすべての授業科目に関するアンケートを毎セメスター行っている。 
○授業評価アンケートによる評価結果は、各教員に示し、授業内容の向上を図っている。 
○各教員が、自己のアンケート結果を全体結果及び他の特定科目の結果と比較することができる制度

を設けている。 
○随時、教育活動に関する学生の意見を聴取することができるように目安箱を設置している。 
○法科大学院副院長が、１年次および２年次学生との昼食会を実施し、学生の意見を直接的にくみ

上げるよう努めた。 
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 以上のことから、学生の意見聴取が行われており、教育の状況に関する自己点検・評価に適切な

形で反映されていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○学生による授業評価をすべての授業科目において毎セメスター行うだけでなく、目安箱を設置し、

学生の声を随時聴取し、必要に応じて、それを個々の教員に届け、教育の状況に関する自己評価

・点検に役立てることができるようにしていることが特長である。 
○授業評価アンケートに関する評価結果を分析し、個々の授業科目の課題・問題点を解明する専門の

委員会を設け、そこでの分析結果を、個々の教員に伝える組織的な制度の整備が今後の課題であ

る。 
 
＜資料一覧＞ 
資料８－１－２－２－１：アンケート総合集計表-8(1)視点 2 関係 
資料８－１－２－２－２：授業アンケート結果閲覧可能案内 
資料８－１－２－２－３：目安箱 
資料８－１－２－２－４：昼食会案内 
 
（略） 
 

視点３：学外関係者（例えば、卒業（修了）生、就職先等の関係者等が考えられる）の意見が、

教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院は開設２年目であり、現在のところ、修了生を輩出していないため、教育に関する意

見聴取は行っていない。 
ただし、平成１８年度から２年間にわたり、第三者評価として、大学評価・学位授与機構を認証

機関とする認証評価（予備評価）を受けることとしている（なお、当該認証評価は、それ以後も定

期的に行われる予定である）が、そこでは、教育に関する部分についても、当然に、評価の対象と

なる予定である（資料８－１－３－２－１：大学評価・学位授与機構による認証評価資料）。 
 全国一律の教育水準の確保を至上命題とする法科大学院においては、認証機関の評価（認証判断

）は極めて重大な意味を持つものであり、そこで指摘された事項については、最優先課題として、

カリキュラム等委員会など関係委員会において、早急に対応を図る予定である。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○認証機関による評価を定期的に受ける予定である。 
○認証機関による指摘事項については、組織的に迅速な対応を図る予定である。 
 以上のことから、法科大学院においては、学外関係者の意見が、教育の状況に関する自己点検・

評価に適切な形で反映されることが確実であると判断される。 
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・優れた点及び改善を要する点 

○厳格な審査を行う大学評価・学位授与機構の認証評価を受け、教育体制の不断の見直しを組織的

に行う体制が取られている点が特長である。 
○次年度以降、修了生・就職先等からの意見聴取を組織的に行う必要があり、その方針等を早急に

確立することが課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料８－１－３－２－１：大学評価・学位授与機構による認証評価資料 
 
（略） 
 

視点４：評価結果を教育の質の向上、改善に結び付けられるようなシステムが整備され、教育

課程の見直しや教員組織の構成への反映等、具体的かつ継続的な方策が講じられているか。 

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、評価結果に基づき教育の質の向上、改善に結びつけるため、カリキュラム等委

員会、入試委員会、評価・広報委員会を設置している（資料８－１－４－２－１：組織図）。このう

ち、カリキュラム等委員会が、カリキュラムの見直しを、入試委員会が入試制度の見直しを、評価

・広報委員会が、評価一般に関する業務を担当している。各委員会における議論は、法科大学院運

営委員会において、随時、報告され、運営委員会構成員各自が問題意識を共有できるよう配慮して

いる。 
 評価結果が具体的改善に結びついた一例としては、１６年度前期のみで開講されていた１年次科

目の刑法について、前期半年のみで刑法全般を学習するのは困難であるとの意見が授業評価アンケ

ート及び試験結果に関する講評の際に出されたことなどを踏まえて、１７年度からは、通年科目と

して開講されることとなったことを挙げることができる（資料８－１－４－２－２：授業評価アン

ケート結果、資料８－１－４－２－３：学生便覧）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○法科大学院では、カリキュラム等委員会などを設置し、教育の質の改善のための諸活動を行って

いる。 
○個々の法科大学院教員が問題意識を共有できるように、法科大学院運営委員会において、委員会

における議論が随時報告されている。 
以上のことから、法科大学院においては、評価結果を教育の質の向上、改善に結び付けられるよ

うなシステムが整備され、教育課程の見直しや教員組織の構成への反映等、具体的かつ継続的な方

策が講じられていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
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○問題ごとに委員会を設け、迅速な対応を可能にしていることが特長である。 
○各委員会における情報の流通・共有が必ずしも十分でない部分があり、その点の改善を図ること

が課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料８－１－４－２－１：組織図 
資料８－１－４－２－２：授業評価アンケート結果 
資料８－１－４－２－３：学生便覧（冊子体） 
 
（略） 
 

視点５：個々の教員は、評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図るとともに、授業内容、

教材、教授技術等の継続的改善を行っているか。 

 

（略） 
 

《法科大学院》 
・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

法科大学院では、開設当初の平成１６年度より、学生による授業アンケートを、毎セメスター、

すべての授業科目で実施している（資料８－１－５－２－１：授業アンケート結果一覧）。アンケー

トの結果については、各教員の授業内容の向上に役立てるよう、直接教員個々人に示している。ま

た、集計結果の全体平均を算出し、個々の教員が自己の結果とそれを比較することによって、改善

点を見出すことができるように配慮している。また、平成１７年度からは、専門職大学院事務室に

おいて、各教員が、自己の担当する授業科目以外の授業アンケートについても結果を閲覧すること

ができるようにした（資料８－１－５－２－２：閲覧可能案内文書）。個々の教員に対しては、評価

・広報委員会より、運営委員会の場等を通じて、当該評価結果を教授技術の向上等に主体的・積極

的に活用するよう広報している。 
具体例としては、前年度に予習の方法がわかりにくいという指摘があったために、学生の負担等

を考え、実務民事法において、主任解答者を定め、その者たちに事前の解答を求め、その解答を中

心に授業を行うことにより、予習の方向性を明示することとしたことなどが挙げられる（資料８－

１－５－２－３：TKC マニュアル） 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○授業評価アンケートを直接担当教員に示し、次年度以降の授業科目の改善に役立てている。 
○具体的に教員個々人が授業評価結果を参考に、授業方法を改善したことを証明する資料を作成し

ていない。今後調査の上、資料として、蓄積する予定である。 
以上のことから、法科大学院では、個々の教員は評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図

るとともに、授業内容、教材、教授技術との継続的改善を行っていると推測されるが、具体的な実

証資料は存在していない。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
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○学生によるすべての授業科目に関するアンケートを毎セメスター行っていること、授業評価アン

ケートによる評価結果は、各教員に示し、授業内容の向上を図っていること、各教員が、自己の

アンケート結果を全体結果及び他の特定科目の結果と比較することができる制度を設けているこ

とが特長である。 
○具体的に教員個々人が授業評価結果を参考に、授業方法を改善したことを証明する資料の作成が

今後の課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料８－１－５－２－１：授業アンケート結果一覧 
資料８－１－５－２－２：閲覧可能案内文書 
資料８－１－５－２－３：TKC マニュアル 
 
（略） 
 
（２）教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、その資質の向上を図るための取り組

みが適切に行われていること。 
 

視点１：部局（大学）ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）について、学生や教職員の

ニーズが反映されており、組織として適切な方法で実施されているか。 

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、授業評価アンケートを実施することにより、各授業科目に関する学生の意見・

ニーズを、1 年次配当科目・基幹科目担当教員の懇談会を適宜開催することにより、中心科目担当

の教員の意見・ニーズを汲み上げ、前者の結果については評価広報委員会が、後者の結果について

はカリキュラム等委員会が中心となって、各教員に対して適切な対応を図ることとしている（資料

８－２－１－２－１：授業評価アンケート結果、資料８－２－１－２－２：１年次配当科目・基幹

科目担当教員懇談会資料）。なお、学生・教員の多様なニーズに迅速かつ適切に対応するため、平成

１７年度にＦＤ担当の教員を複数名配置しており（資料８－２－１－２－３：組織図）、当委員会が

中心となって法科大学院としてのＦＤを計画・実施している。 
 法科大学院におけるＦＤとしては、民事法に関する実務教育のあり方をテーマに、平成１６年９

月に実施されたものがある（資料８－２－１－２－４：判例タイムズ）ほか、法学研究科全体のＦ

Ｄには、法科大学院担当教員も参加している。また、専門の近い教員が、相互に授業を参観し、授

業後に意見交換を随時行った。今年度１１月には、専門を問わず、授業の相互参観を活発に行い、

その成果を個々の教員の授業方法等に活用する予定である。 
そのほかには、他大学への訪問し、講義の参観・施設見学なども行っている。今年度は、８月に

立教大学を訪問し、１１月には、同志社大学を訪問し、意見交換を行う予定である。また、日弁連、

司法研修所、全国の法科大学院で行われるシンポジウム等へ教員の派遣（資料８－２－１－２－５

：日弁連、司法研修所、全国の法科大学院で行われるシンポジウム等における配布資料）などにも
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積極的に参加している。それらによって得られた知見は、報告書として、法科大学院に提出され、

教育の質の向上や授業の改善に結びつけるよう活用することに努めている。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○ＦＤ委員会を設け、ニーズに応じたＦＤを迅速かつ適切に実施する体制を整えた。 
○授業評価アンケートを実施することにより、各授業科目に関する学生の意見・ニーズを汲み上げる

体制をとっている。 
○1年次配当科目・基幹科目担当教員の懇談会を開催することにより、中心科目担当の教員の意見

・ニーズを汲み上げる体制をとっている。 
○具体的には、授業の相互参観や他大学への訪問等を実施している。 
 以上のことから、部局（大学）ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）について、学生や教

職員のニーズが反映されており、組織として適切な方法で実施されていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○多様なルートで学生及び教員のニーズを適切に汲み上げるよう努めていることが特長である。 
○現在、ＦＤ担当教員を配置しているだけの体制を改め、ＦＤ委員会を発足させ、その活動を活発

化させ、汲み上げられたニーズに対して、組織として、迅速かつ適切に対応することが今後の課

題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料８－２－１－２－１：授業評価アンケート結果 
資料８－２－１－２－２：１年次配当科目・基幹科目担当教員懇談会資料 
資料８－２－１－２－３：組織図 
資料８－２－１－２－４：判例タイムズ 
資料８－２－１－２－５：日弁連、司法研修所、全国の法科大学院で行われるシンポジウム等にお

ける配布資料 
 
（略） 
 

視点２：ＦＤが、教育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。 

 

（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、視点１に示した形態でＦＤを実施している。これらのＦＤは、広い意味で現場

での教育の質や授業の改善に結びついている。具体的には、本法科大学院で模擬裁判を実施するに

当たり、他大学での実施状況・形態を実際に参観する必要があるとの意見を受け、担当教員を立教

大学に派遣したが、その成果は、本年度の模擬裁判の講義態様等に反映されている（資料８－２－

２－２－１：模擬裁判実施要領）。また、実務刑事法については、担当教員相互の授業参観及びその

後の意見交換の結果を、次年度の講義内容、講義形態等に反映させている（資料８－２－２－２－
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２：授業評価集計結果資料）。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○これまで教員相互の授業参観、意見交換、他大学訪問、日弁連主催のシンポジウム、司法研修所

への教員派遣等のＦＤを実施した。 
○ＦＤの成果は授業内容等に積極的に反映されている。 
以上のことから、ＦＤが、教育の質の向上や授業の改善に結びついていると判断される。 
 

・優れた点及び改善を要する点 
○教員相互の授業参観、意見交換、他大学訪問、日弁連主催のシンポジウム、司法研修所への教員

派遣等のＦＤを実施し、個々の教員が、その成果を授業内容等に積極的に反映しようと努めてい

る点が特長である。 
○従来、短期的視点からのＦＤを中心に行ってきたが、今後は、ＦＤ委員会を設置し、本法科大学

院の掲げる目的達成のために、中長期的観点から必要と判断されるＦＤを立案・実施することが

課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料８－２－２－２－１：模擬裁判実施要領 
資料８－２－２－２－２：授業評価集計結果資料 
 
（略） 
 

視点３：教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質

の向上を図るための取組が適切になされているか。 

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 
 法科大学院では、教育支援者・教育補助者として、助手を５名採用している。また、講師１名は、

法科大学院におけるネットワーク関係の教育支援をも行っている（資料８－２－３－２－１：組織

図）。開設２年目の法科大学院においては、直接教育を担当する教員のＦＤの実施方法等の一応の検

討を終えたばかりであり、それを補助する助手等に対するＦＤについては、法科大学院運営委員会

において現在検討中の段階である。 
 

・各資料の分析結果とその根拠理由 
○教育支援者たる助手等に対するＦＤについては、現在検討中の段階である。 
 以上のことから、教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、そ

の資質の向上を図るための取組が行われると判断されるが、時間的関係上、その実施にはいまだ至

っていない。 
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・優れた点及び改善を要する点 
○開設2年目の早い時期にありながら、教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図

るためのＦＤの必要性を認識し、それを組織的に検討していることが特長である。 
○助手等の教育支援者に対する組織的なＦＤの実施が今後の課題である。 
 
＜資料一覧＞ 
資料８－２－３－２－１：組織図 
 
（略） 
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評価項目９ 学生教育・生活支援に関する取組み（認証評価基準７、８） 

 

（１） 学習を進める上での履修指導が適切に行われていること。また、学生相談・助言体制

等の学習支援が適切に行われていること。 

 

視点１：授業科目や専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

（略） 

 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院では、入学時における履修ガイダンスを実施し、法科大学院において、適切かつ効率

的に、法曹としての基礎的な素養を獲得することができるよう配慮している（資料９－１－１－２

－１：ガイダンス配布資料）。そこでは、法科大学院における授業への臨み方・学習のあり方一般に

関する説明はもちろんのこと、法制実務図書室や自習室の利用方法、学内ＬＡＮの接続方法など、

学習支援体制についての説明も詳細に行っている。また、学生便覧等において、履修モデルを明示

しており、法学未修者･法学既修者の相違、将来自己の目指す法曹像に応じて、いかなる授業科目の

選択をすればよいかを具体的に示している（資料９－１－１－２－２：学生便覧）。また、前期授業

が開始する前に履修相談を開いて、学生のニーズにより細やかな対応をしている（資料９－１－１

－２－３：履修相談に関する掲示）。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○ガイダンスにおいて、履修計画の考え方を示し、詳細かつ丁寧な履修案内を行っている。 

○学生便覧等において、履修モデルを明示し、学生の特性に応じた履修が図られるよう配慮してい

る。 

 以上のことから、授業科目や専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されていると判断

される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○ガイダンスにおいて、法科大学院における教育理念等を踏まえた詳細な履修案内を実施している

こと、学生の特性に応じた履修が可能になるよう履修モデルを明示していること、法科大学院施

設の利用方法等学習支援体制の説明と併せた履修案内を行っていることが特長である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－１－１－２－１：ガイダンス配布資料 

資料９－１－１－２－２：学生便覧（冊子体） 

資料９－１－１－２－３：履修相談に関する掲示 

 
（略） 
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視点２：学習相談、助言（例えば、オフィスアワーの設定等が考えられる）が適切に行われて

いるか。 

 

（略） 

 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院においては、学習上の相談のために、オフィスアワー制度を設け、原則として月に 2

度は、法科大学院の教員に個別的に面談できる機会を設け、その活用状況を教育支援助手によって

把握する体制を整えている（資料９－１－２－２－１：オフィスアワー利用状況）。 

 また、ＴＫＣには、教員のメールアドレスを、学生便覧には教員の連絡先（研究室電話番号及び

研究室所在地）公開している（資料９－１－２－２－２：学生便覧）。さらに、ＴＫＣを通じて、教

員に対し、授業に関する質問を行うことができる体制を整えている（資料９－１－２－２－３：Ｔ

ＫＣマニュアル）。 

 なお、オフィスアワーが設定されていない場合にも、学生は、随時、各教員の研究室を訪問し、

勉学上の議論や生活相談を行うことが、事実上、可能になっている。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○オフィスアワー制度を設け、学生の学習相談にきめ細かく対応している。 

○教員のメールアドレスをＴＫＣにおいて公開している。 

○教員の連絡先を学生便覧において公開している。 

○授業に関する質問を、ＴＫＣを通じて、担当教員に直接的に行うことができるようになっている。 

 以上のことから、学習相談、助言が適切に行われていると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○学生と教員が直接的に接触し、日々の学習上・生活上の悩み等を相談できる制度としてオフィス

アワー制度を設けていること、ＴＫＣを通じて授業に関する質問等を教員に対して直接できる環

境を整備していることが特長である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－１－２－２－１：オフィスアワー利用状況 

資料９－１－２－２－２：学生便覧（冊子体） 

資料９－１－２－２－３：ＴＫＣマニュアル 

 
（略） 
 

視点３：学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。 

 

（略） 

 
《法科大学院》 
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・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院においては、学生による授業アンケートを、毎セメスター、すべての授業科目で実施

している（資料９－１－３－２－１：授業評価集計結果資料）。アンケートの結果については、各教

員の授業内容の向上に役立てるよう、直接教員個々人に示している。また、集計結果の全体平均を

算出し、個々の教員が自己の結果とそれを比較することによって、改善点を見出すことができるよ

うに配慮している。また、平成１７年度からは、専門職大学院事務室において、各教員が、自己の

担当する授業科目以外の授業アンケートについても結果を閲覧することができるようにした（資料

９－１－３－２－２：授業アンケート結果閲覧可能案内）。 

また、平成１７年度には、目安箱を設置し、法科大学院生からの教育に関する要望等が法科大学

院長及び副院長に直接届けられる体制を整えた（資料９－１－３－２－３：目安箱設置案内）。この

システムにより、学生の抱懐する学習支援に関する多様な疑問･不満を随時汲み上げ、法科大学院の

運営の中核を担っている教員による早急な対応が図られることとなっている。 

さらに、平成１７年度は、法科大学院副院長が、１年次および２年次学生との昼食会を実施し、

学生の意見を直接的にくみ上げ、的確かつ迅速な対応を図った（資料９－１－３－２－４：昼食会

案内）。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○学生による授業アンケートを、毎セメスター、すべての授業科目で実施し、その結果について、各

教員の授業内容の向上に役立てるよう、直接教員個々人に示している。 

○目安箱を設置し、法科大学院生からの教育に関する要望等が法科大学院長及び副院長に直接届け

られる体制を整え、学生の要望に、迅速かつ的確に対応する体制を整えている。 

 以上のことから、学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されていると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○学生による授業評価を、すべての科目において実施し、その結果を各教員に直接的に示すだけで

なく、他の教員のアンケート結果との比較を可能にすることにより、自己の授業に関する学生の

不満がどこにあるのかを検証できる制度を整えていること、目安箱の設置により、学生のニーズ

を迅速に汲み上げ、的確に対応できる制度を整えていることが特長である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－１－３－２－１：授業評価集計結果資料 

資料９－１－３－２－２：授業アンケート結果閲覧可能案内 

資料９－１－３－２－３：目安箱設置案内 

資料９－１－３－２－４：昼食会案内 

 
（略） 
 

視点４：特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば、留学生、社会人学生、障害を

持つ学生等が考えられる）への学習支援が適切に行われているか。 

 

（略） 
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《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院においては、多様な法曹の養成という理念に基づき、一定の社会経験を積んだ者を学

生として受け入れているが、それらの者が円滑に法科大学院の授業を受けることができるように、

オリエンテーションや各授業のガイダンスにおいて、学習方法（予習･復習のあり方等）について、

アドヴァイスを行うよう努めている。また、法学未修者に対して、基本六法（公法、民法、刑法、

商法、民事訴訟法、刑事訴訟法）の担当教員が、合格発表後、入学までに読むことが望まれる書籍

を示し、入学以後の学習が円滑に始められるように配慮している（資料９－１－４－２－１：法学

未修者の皆さんへ）。 

 障害を持つ学生に対しては、個々の学生の障害の内容･程度に応じて、個別的に対応するよう図っ

ている。具体的には、視力の弱い者（弱視者）のために、活字の大きな六法を用意する、試験問題

・授業における配布資料を拡大してコピーするなどの対応を行った。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○法学未修者や社会人経験者に対して、オリエンテーションやガイダンスにおいて学習指導を行っ

ている。 

○基本六法の担当教員が、法学未修者に対して、合格発表後、入学までに読むことが望まれる書籍

を示している。 

○障害を持つ学生に対して、個別的に対応するよう努めている。 

 以上のことから、特別な支援が行うことが必要と考えられる者への学習支援はおおむね適切に行

われていると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○法学未修者に対して、入学までに読了することが望まれる書籍を明示していることが特長である。 

○法科大学院の施設は最新のものではなく、障害を持つ者等に対する配慮（エレベーターの設置、

段差の解消など）が十分でない点が散見されるため、それらを解決することが今後の課題である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－１－４－２－１：法学未修者の皆さんへ 

 
（略） 
 
（２）学生の自主的学習を支援する環境が整備され、機能していること。また、学生の活動に

対する支援が適切に行われていること。 
 

視点１：自主的学習環境（例えば、自習室、グループ討論室、情報機器室等が考えられる）が

十分に整備され、効果的に利用されているか。

 
（略） 
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《法科大学院》 
・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院では、法政実務研修棟に、法政実務図書室、自習室、パソコン室、コモンルームを設

けると同時に、これらの利用案内を、入学時のオリエンテーションにおいて行い、学生の自主的な

学習が効率的かつ円滑に行われるように配慮している（資料９－２－１－２－１：ガイダンス配付

資料）。以下それぞれについて説明する。 

 法政実務図書室では、学習に必要な基本的な文献･雑誌、判例集などが配架され、コピー機も利用

できることになっている。また、配置されたパソコンを利用して、ＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭ等デジタ

ル化された判例･法令･雑誌論文データベースの検索･閲覧が可能になっている。また、法政実務図書

室には、専任の助手を一人配置し、学生の資料検索の補助など学習の支援に当たっている。なお、

図書室の利用方法については、学生便覧に明記してある（資料９－２－１－２－２：学生便覧）。 

自習室では、自習用の机を約２００台設置し、法科大学院の学生は２４時間利用できる体制を整

えている。また、無線ＬＡＮを利用することによって、各自のコンピュータ端末からネットワーク

に接続することを可能にしている。 

 パソコン室には、自由に使用できるパソコンを８台設置し、いつでも自由に情報を検索･収集する

ことができるようにしている。 

 コモンルームでは、学生が予復習の合間に、教員や友人と自由闊達にコミュニケーションが取れ

るようにしている。 

 法科大学院では、教育支援システム（ＴＫＣ）を導入し、学生一人一人にアカウントを与えるこ

とにより、判例・文献のネットワークによる検索を可能にし、また、教員の授業に関する予習・復

習に関する指示の徹底・円滑化を図ることによって、自主的学習を積極的に支援している。なお、

ＴＫＣの利用については、オリエンテーションにおいて、法科大学院におけるネットワーク担当の

専任講師による説明がなされており、疑問な点については、随時、同講師に質問することが可能な

体制がとられている（資料９－２－１－２－１：ガイダンス配付資料、資料９－２－１－２－３組

織図）。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○法政実務図書室を設け、学習に必要な基本的な文献･雑誌、判例の収集が可能となっている。 

○パソコンを利用して、ＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭ等デジタル化された判例･法令･雑誌論文データベー

スの検索･閲覧が可能になっている。 

○２４時間利用可能な自習室を設けている。 

○パソコン室にパソコンを８台設置し、情報の収集･検索の便を図っている。 

○教員や友人との自由闊達なコミュニケーションの場としてコモンルームを設けている。 

○自主的学習の包括的な支援システムとしてＴＫＣを導入している。 

以上のことから、自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されていると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○学部・研究科とは別個に専門職大学院専用の図書室を設け、学生の自主的学習の便を図っている

こと、２４時間利用可能な自習室を設け、各自のペースで自主的学習を行うことができる環境を

整備していること、デジタル化されたデータベースの検索・閲覧を可能にしていること、パソコ

ン室を設け情報の収集の便を図っていること、円滑な自主的学習の支援のため、ＴＫＣを導入し
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ていることが特長である。 

○一人一人の学生に固定席を与えることができるように、自習室のスペースを拡大すること、パソ

コン室のパソコン台数を増やし、より円滑に情報の検索・収集を可能にすることが今後の課題で

ある。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－２－１－２－１：ガイダンス配付資料 

資料９－２－１－２－２：学生便覧（冊子体） 

資料９－２－１－２－３：組織図 

 
（略） 
 

視点２：教育内容、方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが適切に整備され、有効に

活用されているか。

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院では、法政実務図書室やパソコン室に配置されたパソコンを利用して、ＤＶＤやＣＤ

－ＲＯＭ等デジタル化された判例･法令･雑誌論文データベースの検索･閲覧が可能となっている。な

お、自習室や講義室において、無線ＬＡＮを利用することによって、各自のコンピュータ端末から

ネットワークに接続することも可能になっている。 

 また、教育支援システム（ＴＫＣ）を導入し、学生一人一人にアカウントを与えることにより、

法科大学院内･自宅を問わず判例・文献のネットワークによる検索を可能にし、また、教員の授業に

関する予習・復習に関する指示の徹底・円滑化を図っている。ＴＫＣの利用については、特別の時

間を設け、法科大学院におけるネットワーク担当の専任講師による説明がなされており、疑問な点

については、随時、同講師に質問することが可能な体制がとられている（資料９－２－２－２－１

：ＴＫＣマニュアル、資料９－２－２－２－２：組織図）。 

 法科大学院におけるネットワークの管理･運営については、専任講師１名が担当しており、ファイ

アーウオールの設置、ウイルス対策ソフトの導入などセキュリティー管理は万全である。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○法政実務図書室、パソコン室におけるパソコンの利用または講義室･自習室における無線ＬＡＮを

利用した学生個人のパソコンの活用により、デジタル化された判例･法令･雑誌論文データベース

の検索･閲覧が可能となっている。 

○教育支援システム（ＴＫＣ）を導入することにより、判例・文献のネットワークによる検索を可

能にし、また、教員の授業に関する予習・復習に関するネットワークを活用した指示の徹底・円

滑化を図っている。 

○情報ネットワークに関する管理運営について専任の講師を配置している。 

以上のことから、教育内容、方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが適切に整備され、有
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効に活用されていると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○法科大学院の施設内において、デジタル化された判例･法令･雑誌論文データベースの検索･閲覧が

随時可能となっていること、教育支援システム（ＴＫＣ）を導入し、法科大学院内･自宅を問わず

判例・文献のネットワークによる検索を可能にしていること、ネットワーク管理に関する専任の

講師を雇用し、適切な管理運営に努めていることが特長である。 

○メールによる質疑応答、ＴＫＣを活用した質疑応答など、ネットワークを利用した教員･学生間の

双方向的交流のあり方を不断に検討することが必要である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－２－２－２－１：ＴＫＣマニュアル 

資料９－２－２－２－２：組織図 

 

（略） 
 
（３）学生の生活や就職、経済面での援助等に関する相談・助言、支援が適切に行われている

こと。 

 

視点１：学生の健康相談、生活相談、進路相談、各種ハラスメントの相談等のために、必要な

相談・助言体制（例えば、部局（大学）における保健センター、学生相談室、就職支援室の設

置等が考えられる）が整備され、機能しているか。

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院においては、オフィスアワー制度を設け、個々の教員が法科大学院生の学習相談、生

活相談等に応じる体制を整備しており、一月あたり、平均約１７名の学生が利用している（資料９

－３－１－２－１：オフィスアワー制度の利用状況表）。なお、オフィスアワー制度については、法

科大学院における学習支援を担当する助手がその運用を行っており、学生と教員との間の仲介役と

なっている。 

 また、平成１７年度は、法科大学院副院長が、１年次および２年次学生を対象とした昼食会を開

催し、学生との交流を積極的に行った（資料９－３－１－２－２：昼食会のお知らせ）。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○オフィスアワー制度を設け、個々の教員が法科大学院生の学習相談、生活相談等に応じる体制を

整備している。 

○法科大学院の教育支援を行っている助手がオフィスアワー制度の実質的な運営を行うことにより、

制度が円滑に機能している。 

○法科大学院副院長が、１年次および２年次学生を対象とした昼食会を開催した。 
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以上のことから、学生の健康相談、生活相談、進路相談、各種ハラスメントの相談等のために、

必要な相談・助言体制が整備され、機能していると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○オフィスアワー制度を設けていること、オフィスアワー制度を助手が効率的に運用していること、

個々の教員が積極的に学生と交流を図っていることが特長である。 

○オフィスアワー制度を利用する学生数の拡大を図ること、個々の教員の自主性に委ねている学生

との交流を組織的なものにすることが今後の課題である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－３－１－２－１：オフィスアワー制度の利用状況表 

資料９－３－１－２－２：昼食会のお知らせ 

 
（略） 
 

視点２：特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば、留学生、障害を持つ学生等が

考えられる）への生活支援等が適切に行われているか。 

 

（略） 

 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

法科大学院においては、車椅子で移動可能なスロープを法科大学院棟の入り口に設けている。法

科大学院は開設後間もないこと、施設自体が古いことから、現在のところ、障害を持つ学生のため

の設備は必ずしも十分ではないが、施設担当の法科大学院副院長を中心に、この点についての改善

を検討する予定である（資料９－３－２－２－１：組織図）。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○車椅子で移動可能なスロープを法科大学院棟の入り口に設けている。 

○施設担当の法科大学院副院長を中心に、障害を持つ学生に対して、施設の改善を中心とした、生

活支援を促進していく予定である。 

 以上のことから、特別な支援を行うことが必要と考えられる者への生活支援等が、開設後間もな

いという現段階では、ある程度適切に行われていると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○施設担当の法科大学院副院長を置き、施設面での生活支援を検討する体制を整えていることが特

長である。 

○障害を持つ学生のための設備を整備していくことが今後の重要な課題である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－３－２－２－１：組織図 
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（略） 
 

視点３：生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されているか。

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院では、平成１７年度に目安箱を設置し、法科大学院生からの生活支援等に関する要望

が法科大学院長及び副院長に直接届けられる体制を整えている（資料９－３－３－２－１：目安箱

）。 

また、オフィスアワー制度を設け、個々の教員が法科大学院生の生活相談等に応じる体制を整備

しており、一月あたり、平均約１７名の学生が利用している（資料９－３－３－２－２：オフィス

アワー制度の利用状況表）。 

また、平成１７年度は、法科大学院副院長が、１年次および２年次学生を対象とした昼食会を開

催し、学生との意見交換を積極的に行った（資料９－３－３－２－３：昼食会のお知らせ）。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○目安箱を設置し、法科大学院生からの生活支援等に関する要望が法科大学院長及び副院長に直接

届けられる体制を整えている。 

○オフィスアワー制度を設け、個々の教員が法科大学院生の生活相談等に応じる体制を整備してい

る 

○法科大学院副院長が、１年次および２年次学生を対象とした昼食会を開催し、学生との意見交換

を積極的に行った。 

以上のことから、法科大学院においては、生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されて

いると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○学生の要望･ニーズ等を、個々の教員が、直接的に聞き知るための制度を複数設けていることが特

長である。 

○学生生活に関する実態調査を実施するなどして、生活支援等に関する学生のニーズを組織的に把

握し、それに的確に対応する制度を確立することが今後の課題である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－３－３－２－１：目安箱 

資料９－３－３－２－２：オフィスアワー制度の利用状況表 

資料９－３－３－２－３：昼食会のお知らせ 

 
（略） 
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視点４：学生の経済面の援助（例えば、奨学金（給付、貸与）、授業料免除等が考えられる）

が適切に行われているか。

 
（略） 
 
《法科大学院》 

・視点に関わる状況を以下の資料を用いて説明 

 法科大学院においては、学生便覧に奨学金制度･授業料免除制度についての記載を行い、その周知

徹底を図っている（資料９－３－４－２－１：学生便覧）。具体的な、手続等については、その都度、

専門職大学院係が、適切な時期に掲示等を行っている。 

 法科大学院学生の奨学金給付者･貸与者数は１１５名であり、平成１６度授業料免除制度を活用し

た者は延べ１４名である（資料９－３－４－２－２：奨学金データ、資料９－３－４－２－３：授

業料免除データ）。 

 

・各資料の分析結果とその根拠理由 

○学生便覧に奨学金制度･授業料免除制度についての記載を行い、その周知徹底を図っている。 

 以上のことから、学生の経済面の援助がおおむね適切に行われていると判断される。 

 

・優れた点及び改善を要する点 

○奨学金制度・授業料免除制度に関する周知を徹底していることが特長である。 

○法科大学院独自の学生に対する経済支援の可能性を模索することが今後の課題である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料９－３－４－２－１：学生便覧（冊子体） 

資料９－３－４－２－２：奨学金データ 

資料９－３－４－２－３：授業料免除データ 

 
（略） 

 46



Ⅲ 研究活動評価 

 

評価項目１０ 研究活動の状況（認証選択的評価基準 A） 

 

（１） 部局の目的に照らして、研究活動を実施するために必要な体制が適切に整備され、機能しているこ

と。 

   視点１：研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整備され、機能しているか。 

 

   ・視点にかかわる状況を以下の観点から説明 

   本部局の研究実施体制としては、平成１７年４月１日現在、教授３２名、助教授１８名、講師１名、助手１２

名、計６３名の専任教員が所属し、法学・政治学の主要分野のほぼ全てを網羅できる研究者配置となってい

る（資料１０－１－１－１：「教員・研究員配置・構成状況」、資料１０－１－１－２：「各教員の研究領域・関心領

域」［http://www.law.tohoku.ac.jp/daigakuin-intro-j/staff/index.html］）。また部局として力を注ぐ重点研究

課題「男女共同参画社会の法と政策」に関しては、平成１６年度において６名の COE 研究員を採用し、研究

遂行態勢の充実に引き続き努めた（資料１０－１－１－３：『２１世紀 COE プログラム男女共同参画社会の法

と政策 ジェンダー法・政策研究センター News Letter No.４』３～４頁）。 

本部局の主な研究支援組織としては図書室と秘書室があり、前者には３名の、また後者には２名の助手

が属し、教員の研究活動を支援した（資料１０－１－１－４：「講師・助手職務分担表」）。また本部局では平

成１６年度に３名のリサーチ・アシスタント（RA）を採用したが（資料１０－１－１－５：「ＲＡ採用状況」）、２１世

紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」においても RA を１０名採用した（資料１０－１－１－６：「

２００４年度 COE アシスタント（TA／RA）」[http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html]）。 

 本部局は川内地区に法学部・法学研究科図書室、また片平地区に法政実務図書室と、２つの図書室を

備え、教員の研究活動を支援している。平成１６年度における蔵書冊数（図書＋製本雑誌）・所蔵雑誌種類

数・年間受入図書冊数は、法学部・法学研究科図書室が約７５０００・１８００・４１００、法政実務図書室が約１

２１００・２１０・５１００となっている（資料１０－１－１－７：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２０

０５.３） 第７号』５６～５８頁）。法学部・法学研究科図書室については、平成９年１２月より土曜日午後の開室、

平成１２年度より平日２時間の開室延長を実施するとともに、文献検索 CD-ROM を整備し、検索データベー

ス（LEXIS=NEXIS、判例大系）の LAN による利用を可能とする態勢を整えており、平成１６年度においてもか

かる態勢の維持に努めた。 

 本部局における教員の研究活動は、基本的には各教員が自主的に展開する形になっているが、その学

問的・社会的重要性に鑑み、特に部局全体として力を注いでいる研究課題「男女共同参画社会の法と政策

」に関しては、研究推進企画・立案組織として川内地区に「東北大学大学院法学研究科 COE 支援室」を、

また仙台市青葉区のアエルビル１９階に「２１世紀 COE ジェンダー法・政策研究センター」を設置し、研究を

支援する強力な態勢を整えている。特に後者は、本 COE プログラムの研究が、地方公共団体や弁護士会

など国内外の研究機関と連携することでさらに大きな成果が得られると考えられるため、アクセス至便な仙台

駅前のアエルビルに開設されたもので、約４０００冊の蔵書を擁する内外でも有数の資料センターとして機能

している。なおアエルビル２８・２９階には仙台市の男女共同参画推進施設「エル・ソーラ仙台」があり、連携し

て活動した。さらに本 COE プログラムでは、海外サテライト・オフィスを創設してジェンダー法・政策に関わる

欧米の研究諸機関等と連携するとともに、若手研究者・大学院生たちを派遣する海外武者修行プログラム

によって研究教育の成果を高めることをめざしており、平成１６年２月に Gender Law and Policy Center, 

Paris(パリ拠点)をエッフェル塔や日本文化会館に近いパリ１５区に設置し、パリ第７大学フェミニズム研究資
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料教育センター（CEDREF）等との連携を深めつつ、海外連携拠点としての活動を開始している（資料１０－

１－１－８：「COE プログラム拠点」［http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html］）。 

 また、平成１６年度から始まった法科大学院・公共政策大学院という２つの専門職大学院における教育

のあり方を研究する際の企画・立案組織として、本部局ではすでに平成１５年４月に「法政実務教育研究セ

ンター」を設けている。平成１６年度においては、法科大学院と公共政策大学院のそれぞれの実務家教員と

研究者教員の相互交流の機会を提供するとともに、 FD 活動などに取り組んだ。 

 研究設備の整備・機能状況に関して言えば、教員数の増大に伴って次第に余裕が失われつつあるものの、

平成１６年度に関しては LAN への接続端末を完備した個別研究室を各教員に与えることができた（研究室

の配置については、資料１０－１－１－９：『平成１６年度(２００４年度) 学生便覧 東北大学法学部・東北大

学大学院法学研究科研究大学院』１３０～１３１頁）。LAN の管理にはネットワークの管理にはネットワーク運

営委員会があたり、専門の講師・助手各１名が常時管理・運営に携わることで、快適な研究環境の維持に努

めた。 

  本部局には独自の研究成果発信組織として、教員６名によって構成される法学編集委員会が存在し、隔

月刊行の『法学』の編集・発行作業に従事している。 

 

・分析結果と優れた点及び改善を要する点 

○法学・政治学の主要分野のほぼ全てを網羅できる研究者配置となっている。 

○重点研究課題「男女共同参画社会の法と政策」に関しては、研究員を積極的に採用して研究遂行態勢

の充実に引き続き努めた。 

○研究支援組織として秘書室および２つの図書室を備え、充実を図っている。 

○重点研究課題「男女共同参画社会の法と政策」に関し、研究推進企画・立案組織を整備・充実した。 

○専門職大学院における教育に関して、研究推進企画・立案組織を整備・充実した。 

○個別の教員の研究設備の整備・充実に努めた。 

○研究成果発信のための紀要『法学』を定期的に刊行した。 

○全体として研究の実施体制及び支援・推進体制が適切に整備され、機能している。 

 

〈資料一覧〉 

資料１０－１－１－１：「教員・研究員配置・構成状況」 

資料１０－１－１－２：「各教員の研究領域・関心領域」 

（http://www.law.tohoku.ac.jp/daigakuin-intro-j/staff/index.html） 

資料１０－１－１－３：『２１世紀COEプログラム男女共同参画社会の法と政策 ジェンダー法・政策研究セン

ター News Letter No.４』（http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html）３～４

頁 

資料１０－１－１－４：「講師・助手職務分担表」 

資料１０－１－１－５：「ＲＡ採用状況」 

資料１０－１－１－６：「２００４年度 COE アシスタント（TA／RA）」 

（http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html）． 

資料１０－１－１－７：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』５６～５８頁 

資料１０－１－１－８：「COEプログラム拠点」（http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html） 

資料１０－１－１－９：『平成１６年度(２００４年度) 学生便覧 東北大学法学部・東北大学大学院法学研究

科研究大学院』１３０～１３１頁 
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視点２：研究活動に関する施策が適切に定められ、実施されているか。 

 

・視点にかかわる状況を以下の観点から説明 

法学・政治学分野における研究活動にとって必要なのは、まずもって研究書・研究雑誌を中心とする資

料であるが、平成１６年度の図書費予算は６４９０万円であり、そのうちの２０２０万円が個別研究費として各教

員に配分され（教授と助教授とを問わず一律４０万円）、逐次刊行物費として３４４０万円が計上された（資料

１０－１－２－１：「平成１６年度図書費予算（案）」）。平成１６年度の図書費の支出状況は、資料１０－１－２

－２（「平成１６年度図書費決算報告書」）に示されているとおりである。 

本部局では重点研究分野として「男女共同参画社会の法と政策」を設定しているが、平成１５年度に２

１世紀 COE プログラムの指定を受けたことで、精力的な研究活動の展開を可能とする財政基盤を備えるに

いたった。平成１６年度における科学研究費の交付額は１０２８０万円であり、研究の遂行上極めて有効に活

用されている（資料１０－１－２－３：「平成１６年度研究拠点形成費補助金（研究拠点形成費）実績報告書（

収支決算報告書）」）。その研究活動の実績については、ジェンダー法・政策研究センター発行のニューズ・

レターの同年度内発行分（資料１０－１－２－３：『２１世紀 COE プログラム 男女共同参画社会の法と政策 

ジェンダー法・政策研究センター News Letter No.３~６』）、およびホームページ掲載の「２００４年度の記録」

（資料１０－１－２－４：「２００４年度の記録」［http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html］）に詳細に

記されている。 

   国外との共同研究の推進を支援するために、本部局では学術交流協定の締結に努めてきた。平成１５

年度までに、ゲッティンゲン大学法学部（ドイツ）、リオ・グランジ・ド・スル大学法学部（ブラジル）、ハイデルベ

ルグ大学法学部（ドイツ）、ミラノ大学法学部（イタリア）、マリア・キュリー・スコロドゥスカ大学法学部（ポーラン

ド）、社会科学院法学研究所（中国）と部局間協定を結んでいるが、平成１６年度には新たに国民大学社会

科学部（韓国）との間で部局間協定を締結した。いずれの協定締結機関とも、活発な学術交流を展開したと

ころである（資料１０－１－２－５：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１１７～

１２２頁）。 

   さらにまた本部局では、研究成果の公表・発信の媒体として『法学』を隔月で発行しており、平成１６年度

においては論説１６本、研究報告３本、判例研究１０本を掲載した（資料１０－１－２－６：『東北大学法学部 

研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１０４～１０６頁）。 

 

・分析結果と優れた点及び改善を要する点 

○研究資金の主柱たる個別研究費（図書費）が適切に配分され、活用された。 

○２１世紀 COE プログラムの指定を受け、重点研究課題「男女共同参画社会の法と政策」を遂行する財政

的基盤が整っている。  

○国外の学術交流が盛んに行なわれ、新たな部局間協定を締結した。 

○紀要『法学』を通じた研究成果の公表・発信を精力的に行なった。 

○総じて研究活動に関する施策が適切に定められ、実施されている。 

 

〈資料一覧〉 

資料１０－１－２－１：「平成１６年度図書費予算（案）」 

資料１０－１－２－２：「平成１６年度図書費決算報告書」 
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資料１０－１－２－３：「平成１６年度研究拠点形成費補助金（研究拠点形成費）実績報告書（収支決算報告

書）」 

資料１０－１－２－４：「２００４年度の記録」（http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html） 

資料１０－１－２－５：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１１７～１２２頁 

資料１０－１－２－６：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１０４～１０６頁 

 

 

視点３：研究活動の質の向上のために研究活動の状況を検証し、問題点等を改善するためのシステム

が適切に整備され、機能しているか。 

 

・視点にかかわる状況を以下の観点から説明 

    本部局では、各教員が自らの研究活動の成果を自己点検するとともに、外部評価にも付すため、評価

・広報委員会の編集のもと、２年に１度『研究・教育の概要』を作成して世に問うている。平成１６年度の研究

活動状況に対しては、平成１７年１１月発行の『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 

第７号』において検証が加えられている（資料１０－１－３－１：「教員の研究教育活動」、『東北大学法学部 

研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１２５～２２４頁）。 

 

・分析結果と優れた点及び改善を要する点 

○  研究成果を自己点検と外部評価の双方に付すべく、『東北大学法学部 研究・教育の概要』を隔年で

発行している。 

○  研究活動の質の向上のために研究活動の状況を検証し、問題点等を改善するためのシステムは適切

に整備され、機能している。 

 

〈資料一覧〉 

資料１０－１－３－１：「教員の研究教育活動」、『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 

第７号』１２５～２２４頁 

 

 

（２） 部局の目的に照らして、研究活動が活発に行われており、研究の成果が上がっていること。 

 

視点１：研究の実施状況（例えば、研究出版物、研究発表、特許、その他の成果物の公表状況、国内

外の大学・研究機関との共同研究、地域との連携状況、競争的研究資金の応募状況等）から見て、研

究活動が活発に行われているか。 

 

・視点にかかわる状況を以下の観点から説明 

 平成１６年度における本部局所属教員による個別の研究活動の成果は、「教員の研究教育活動」（資料１

０－２－１－１：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１２５～２２４頁）を参照さ

れたい。また、平成１６年度における各教員単位での国外大学・研究機関との交流は、長期渡航５件、短期

渡航３４件であり、海外からの本部局への研究者の来訪は１４件をかぞえた（資料１０－２－１－２：『東北大学

法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１０７～１１６頁）。これらの資料から、教員の研究活

動が極めて活発に行なわれていることが窺える。 
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本部局において平成１６年度中に行われた（平成１７年度）科学研究費への応募は、新規の研究課題分

で基盤研究（A）１件、基盤研究（B）１件、基盤研究（C）５件、萌芽研究５件、若手研究（B）５件の計１５件、

継続の研究課題分で特定領域研究２件、基盤研究（B）２件、基盤研究（C）９件、若手研究（B）５件、計１８

件で、応募件数総計３３件、応募金額総計８２３１万円であった（資料１０－２－１－３：「平成１７年度科学研

究費補助金「研究計画調書」提出一覧」）。前年平成１５年度中に行われた（平成１６年度）科学研究費への

応募が、新規分１３件（基盤研究（B）２件、基盤研究（C）６件、若手研究（B）５件）、継続分１３件（基盤研究（

B）４件、基盤研究（C）４件、若手研究（B）５件）、応募件数総計２６件、応募金額総計５３９２万円であったこ

とを考えれば（資料１０－２－１－４：「平成１６年度科学研究費補助金「研究計画調書」提出一覧」）、平成１

６年度における競争的研究資金への応募は格段に積極性を増したと評価できる。 

 部局としての研究活動への取組として特筆すべきは、２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と

政策」である。本プログラムは平成１６年度において、本部局の教授１４名・助教授３名、本学他部局の教授１

名・助教授１名・講師２名の計２１名を事業推進担当者とし、学内研究協力者１９名（本部局教授６名・助教

授８名、他部局教授１名・助教授２名・講師２名）および学外協力者２０名、研究員５名、日本学術振興会特

別研究員１名、TA／RA１０名によって構成された（資料１０－２－１－５：『２１世紀 COE プログラム 男女共同

参画社会の法と政策 ジェンダー法・政策研究センター News Letter No.３』９頁）。 

本プログラムの平成１６年度における研究拠点形成実績の概要は、以下のとおりである。 

１）研究拠点形成状況全般：ジェンダーと政治参画・雇用・家族・身体・人間の安全保障・教育という６つの

クラスターを中心とする研究会運営や、運営委員会をはじめとする委員会（調査・国際シンポジウム・出版・

教育委員会等）活動が軌道に乗り下記のような大きな成果を得た。特に平成１６年度には，国際シンポジウ

ムの開催や日本学術会議との共催など、内外の他の研究機関との連携を通じて積極的な情報発信を行な

い、かつ国際競争力のある大学づくりにも貢献した。研究員６名、博士後期課程学生の海外拠点派遣や海

外調査出張など活発な研究教育活動が展開された。 

 ２）拠点整備実績：学外連携拠点・地方公共団体や弁護士会、ジェンダー法学会などとの連携拠点とし

て、ジェンダー法・政策研究センターを開設し、約４０００冊の蔵書を擁する内外でも有数の資料センターとし

て機能させた。また平成１６年度には海外連携拠点としてパリ拠点を開設し、大学院生・研究員等のべ９名

を派遣したほか、韓国への視察調査や各研究員の海外調査等も実施し、フランスや韓国等の研究諸機関と

の連携・交流を実施した。 

  ３）研究活動実績：６つのクラスター中心の研究会３０回や国際セミナー２回開催のほか、平成１６年度に

は、フランス・アメリカ・韓国から７名・日本から８名を招いて大規模な国際シンポジウム「ジェンダー法学・政

治学の比較的展望」を開催し、盛会裏に大きな成果を得ることができた。さらに、これらの成果を研究叢書第

１～３巻や研究年報（和文年報・欧文年報各第２号、ニューズ・レター３～６号、web サイト(日本語・英語・フラ

ンス語・ドイツ語版)で公表した。 

 ４）教育活動実績：法科大学院・公共政策大学院では「ジェンダーと法｣演習を開講するとともに、平成１

６年度から研究員６名、大学院博士後期課程のアシスタント１０－１４名、COE 留学生２名を中心に、教育研

究活動の成果を挙げた。研究員・大学院生等の報告も研究年報に掲載され、研究員がジェンダー法学会・

学術大会で報告し、研究業績を増やした。 

 また本プログラムの平成１６年度における研究拠点形成に係る具体的な成果は下記のとおりである。 

 １）研究会等の開催と研究年報刊行による成果の公表：COE クラスター研究会・国際シンポジウム・国際

セミナー等を平成１６年度に３０回近く開催し、すべての研究報告内容を研究年報第２号（和文年報Ⅰ［研究

会報告等］、和文年報Ⅱ［国際シンポジウム等特集号］、欧文年報［Gender Law And Policy Annual Review 

Vol.２］）に収録して、平成１７年３月末に刊行した（これらをニューズ・レター３～６号とともに全国約８００の地

方公共団体・大学等に送付した）。 

 ２）国際シンポジウム等の開催と「ジェンダー法･政策研究叢書」の刊行：本拠点では研究成果を内外に
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公表するため、上記の研究年報以外に、５年間に「ジェンダー法･政策研究叢書」全１２巻の刊行を予定して

いる。その第１巻（辻村みよ子編）『世界のポジティヴ・アクションと男女共同参画』を平成１６年３月に東北大

学出版会から刊行したのに続き、第２巻（辻村みよ子・稲葉馨編）『日本の男女共同参画政策――国と地方

公共団体の現状と課題』を平成１７年３月に刊行した。さらに国際シンポジウム「ジェンダー法学・政治学の比

較的展望」、および日本学術会議との共催で開催したシンポジウムの報告等を収録して、第３巻（辻村みよ

子・山元一編）『ジェンダー法学･政治学の可能性』を平成１７年３月に刊行した。これらの成果は、ジェンダ

ー問題を法学･政治学の観点から検討する本拠点として大きな意義をもつものであり、日本のジェンダー法

学･政治学の進展に大きく寄与するものである。 

 ３）アンケート調査の実施と結果の公表：平成１６年６月に全官庁、および全国の地方公共団体・政党・大

企業・労働組合・NGO など約５００件を対象として男女共同参画政策に関するアンケート調査を実施し、結

果を研究年報第２号に掲載した。 

 ４）ジェンダー法･政策研究センター開設１周年記念講演会開催等：平成１６年１２月にジェンダー法･政

策研究センター開設１周年記念講演会を開催し、１周年特集の冊子を刊行して成果を公表したほか、東北

大学インターネットスクールとの連携を開始して、東北大学講演会における本拠点リーダーの講演等をホー

ムページから見ることできるようにした。  

 ５）教育活動の成果：COE 研究員のジェンダー法学会報告が同学会誌に掲載されたほか、大学院生の

COE アシスタントの研究会報告が上記研究年報等に掲載された。また東北大学主催の男女共同参画奨励

賞（沢柳賞）の研究部門において、本拠点研究協力者および大学院生が本賞および特別賞をそれぞれ受

賞した。その他、海外連携拠点への派遣等により、大学院生の研究成果が学位論文や「東北法学」等の論

文に結実しつつある。 

 

・分析結果と優れた点及び改善を要する点 

○ 個々の教員の研究活動が極めて活発に行なわれている。 

○ 各教員とも、競争的研究資金（科学研究費）の獲得に努めている。 

○ 部局としての重点研究課題への取組が、着実な成果を収めつつ精力的に行なわれている。 

○ 研究の実施状況から見て、研究活動が活発に行なわれている。 

 

〈資料一覧〉 

資料１０－２－１－１：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１２５～２２４頁 

資料１０－２－１－２：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１０７～１１６頁 

資料１０－２－１－３：「平成１７年度科学研究費補助金「研究計画調書」提出一覧」 

資料１０－２－１－４：「平成１６年度科学研究費補助金「研究計画調書」提出一覧」 

資料１０－２－１－５：『２１世紀COEプログラム 男女共同参画社会の法と政策 ジェンダー法・政策研究セ

ンター News Letter No.３』（http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html）９頁 

 

 

視点２：研究活動の成果の質を示す実績（例えば、外部評価、研究プロジェクト等の評価、受賞状況、

競争的研究資金の獲得状況等）から見て、研究の質が確保されているか。 

 

・視点にかかわる状況を以下の観点から説明 

本部局の教員を研究代表者として、平成１６年度に科学研究費の交付を受けて行なわれた研究は、特
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定研究２件、基盤研究（B）６件、基盤研究（C）９件、若手研究（B）７件、計２４件であり、そのうち新規分は特

定研究２件、基盤研究（B）１件、基盤研究（C）５件、若手研究（B）４件、計１２件であった（資料１０－２－２－

１：「平成１６年度科学研究費交付内定者一覧」）。 

 

・分析結果と優れた点及び改善を要する点 

 

○ 本部局の教員を研究代表者として、競争的資金の獲得に良好な成績を収めている。 

 

〈資料一覧〉 

資料１０－２－２－１：「平成１６年度科学研究費交付内定者一覧」 

 

 

視点３：社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価等から見

て、社会・経済・文化の発展に資する研究が行われているか。 

 

・視点にかかわる状況を以下の観点から説明 

   平成１６年度において、本部局の教員が自らの研究成果を学界内のみならず広く社会において高く評

価された結果、国や地方の各種審議会の委員といった肩書きでさまざまな法律・行政実務に携わっているこ

とは、『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』に記載された各教員の学外活動

実績に明らかである（資料１０－２－３－１：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７

号』１２５～２２４頁）。 

 なお２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」に対して下記のような学内外からの反響

があったことは、それが広く社会・経済・文化の発展に資する研究となっていることの証左である。 

 １）学外連携拠点ジェンダー法・政策研究センターには、全国から多くの研究者や自治体関係者が訪れ、

新聞紙上も紹介されて、COE プログラムの意義と活動が評価された。本センターの開所式１周年記念行事、

国際シンポジウム・公開シンポジウムの主催、日本学術会議シンポジウム・日仏公法セミナー等との共催等

により、本拠点の存在が認知されただけでなく、法律雑誌ジュリスト誌、文部科学省編「大学と学生」、内閣

府編「共同参画２１」誌上でもその活動が紹介された。 

 ２）本拠点におけるジェンダー法学・政治学研究の意義は、平成１５年１２月のジェンダー法学会総会に

続き、平成１６年８月の国立女性教育会館主催シンポジウム、同年１０月の日本学術会議主催男女共同参

画シンポジウムでも紹介・検討され、ジェンダー法学・政治学研究の新学問領域の開拓と同時に、学術分野

の男女共同参画社会形成に資するための取り組みとしても大きな意義を認められた。 

 ３）ジェンダー法・政策研究叢書第１巻でテーマとした世界のポジティヴ・アクションに関する研究は、現

在の日本の男女共同参画政策研究において緊急の課題となっており、叢書の刊行が大きなインパクトを与

え、平成１６年１２月３日内閣府主催の「グローバル政策対話」においてスウェーデン・ドイツ・韓国等のポジテ

ィヴ・アクションに関する動向が討議された際には、本拠点リーダーが日本側の代表としてパネリストに招か

れた。 

 

・分析結果と優れた点及び改善を要する点 

○ 本部局の教員がその研究成果を広く社会において高く評価された結果、国や地方の各種審議会の委

員といった肩書きでさまざまな法律・行政実務に携わっている。 

 53



○ ２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」に対して、学内外からのさまざまな好意的反響

があった。 

○ 社会・経済・文化の領域における研究成果の活用状況や関連組織・団体からの評価等から見て、社会・

経済・文化の発展に資する研究が行なわれている。 

 

〈資料一覧〉 

資料１０－２－３－１：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３）』第７号１２５～２２４頁 
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評価項目１１ 研究の質の向上の取組・改善（評価項目１０の補充） 

 

（１） 特色ある研究、戦略的研究プロジェクトの推進 

 

視点１：実績が世界・国内のトップレベルにあるか 

 

○ 本部局は「男女共同参画社会の法と政策」を重点研究分野とし、前述（評価項目１０）の２１世紀 COE プ

ログラム「男女共同参画社会の法と政策」を核として精力的に研究が展開されている。このプロジェクトは、２

１世紀の日本と国際社会がめざす「男女共同参画」実現のための理論的課題を法学・政治学を中心に解明

し、「ジェンダ－法・政策」研究・教育の成果を世界に発信するとともに、日本の地方自治体や法曹界等とも

連携して、具体的な政策実践に資することを目的とする。従来のジェンダ－研究は、社会学や人文科学など

を中心に行われてきたのに対し、本プロジェクトはそうした研究成果を基礎としつつ、法学・政治学という異な

る視座を採用し、既存の学問体系の再編を企図する点において、国内において先導的な意義を有する研

究プロジェクトである。同プロジェクトにおいてパリの海外連携拠点を足がかりに海外機関と連携した研究が

進められ、高い評価を得ていることなど、その実績が世界・国内のトップレベルにあることは前述評価項目１０

（２）に述べたとおりである。 

 

視点２：各種ランキングの自己評価と対策 

 

法学、政治学の分野においては、第三者機関による研究のランキングは通常なされないが、本部局で

は、そのような状況であるからこそ、各教員が自らの研究活動を自己点検・評価するとともに、外部評価に付

することが重要であると考え、『東北大学法学部 研究・教育の概要』を作成・公表していることは評価項目１

０（１）視点３に述べたとおりである。 

 

・ 分析結果と優れた点及び改善を要する点 

○ 部局が重点研究分野を設定し、２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」プロジェクトを

支援することで、特色ある研究・戦略的プロジェクトを推進していること。 

○ 研究の自己評価・外部評価の目的で、２年に１度『東北大学法学部 研究・教育の概要』を作成・公表し

ていること。 

○法学、政治学分野における、信頼できる第三者機関による研究ランキングの発達が待たれること。 

 

 

（２） 萌芽的研究、学際、領域横断的研究、または新研究領域の開拓の推進 

 

視点１：先導性、未踏革新性の水準と実績 

 

○ ２１世紀COEプログラム「男女共同参画社会の法と政策」が、法学・政治学的視点からジェンダ－研究に

取り組む点で新規性を有することは先に述べたとおりである。加えて同プロジェクトでは、教育学、医学、生

物学、社会学、工学の分野のメンバ－を交え、政治参画、雇用・社会保障、家族、身体、人間の安全保障、

ジェンダ－教育という６つの領域横断的なクラスタ－に分かれた研究が進められており、その先導性はきわめ
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て高い（資料１１－２－１－１：２１世紀COEプログラムホ－ムペ－ジ[http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/]「メ

ンバ－」「プログラム概要 >> 研究クラスタ－による共同研究体制」）。 

○ 本部局に所属する教員は、旧来の法学、政治学の枠にとどまらず、経済学を中心とした隣接諸科学や

社会学、医学等との学際的研究を精力的に行っている。坪野吉孝教授による、疫学および健康政策学の分

野での研究、松井智予助教授によるビジネスプランニング研究会および法と経済学ワ－クショップでの研究

活動、森田果助教授による、経済学・心理学等の知見の応用を図るとともに、実証的手法を採用した研究

活動、菱田雄郷助教授による科研費若手研究（B）「民事訴訟における真実発見の価値と費用」プロジェクト

がその例である（資料１１－２－１－２：『東北大学法学部 研究･教育の概要 第７号』１７９－１８０頁、２０２頁、

２１０－２１１頁、６２頁）。 

 

〈資料一覧〉 

資料１１－２－１－１：２１世紀COEプログラムホ－ムペ－ジ[http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/]「メンバ－」

「プログラム概要 >> 研究クラスタ－による共同研究体制」 

資料１１－２－１－２：『東北大学法学部 研究･教育の概要 第７号』１７９－１８０頁、２０２頁、２１０－２１１頁、

６２頁 

 

 

視点２：研究者の多様性が確保されているか 

 

✓ 基盤的研究資金確保の施策 

   本部局では、基盤的研究資金獲得のための申請が奨励されており（研究科長発文書）、それに応じて

本部局における平成１６年度における競争的研究資金への応募が格段に積極性を増したことは前記評価

項目１０（２）記載のとおりである。 

 

✓ 出身・経歴の多様な研究者確保の施策 

法学部・法学研究科では、すべての教員職種において、新規採用・昇格人事に関わらず、法学研究科

総合運営調整教授会の下に選考委員会を設置し、候補者の適正な選考に努めてきた（資料１１－２－２－１

：東北大学大学院法学研究科総合運営調整教授会内規、第３条第１号、第１６条乃至第１８条；資料１１－２

－２－２：東北大学大学院法学研究科法科大学院運営委員会内規、第３条第１号、第１４条；資料１１－２－

２－３：東北大学大学院法学研究科公共政策運営委員会内規、第３条第１号、第１４条；資料１１－２－２－

４：東北大学大学院法学研究科研究大学院運営委員会内規、第３条第１号）。選考委員会では、何よりも候

補者のこれまでの教育・研究業績を重視するとともに、人物評価を加味して選考している。選考委員会で選

考された候補者は、さらに、法学研究科総合運営調整教授会に付議され、議決を受けている。 

このような手続のなかで、教育・研究上の業績や実力にかかわらず、多様な出身・経歴の研究者を確保

することが特に政策的に目指されているわけではないが、適正な採用手続の運用の結果、自ずと多様な研

究者が確保されている。平成１７年４月１日現在、法学研究科には、教授３２名、助教授１８名、講師１名、助

手１２名、計６３名の専任教員が所属している（資料１１－２－２－５：各専攻の教員配置状況）。本部局所属

教員の取得学位は、法学修士２５名、工学修士１名（その取得機関は国内７大学、国外１大学）、法学博士１

３名、医学博士１名、哲学博士１名（取得機関は国内５大学、国外３大学）である。また、本部局は中央省庁、

検察庁、裁判所での職務経験や弁護士としての職務経験が豊かな教員を多数擁する（資料１１－２－２－６

：本研究科教員の取得学位及び職歴一覧）。 
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研究者の多様性の確保にかんしては、平成１６年度に、ドイツ法担当教員の選考にあたり国際公募を

行ったことが特筆される（資料１１－２－２－７：ドイツ法担当教員公募(１６年度））。法学研究科と部局間交流

のあるゲッチンゲン大学法学部等、複数のドイツの大学法学部に協力を要請するとともに、法学研究科のウ

ェブサイトにドイツ語の募集要項を公開した。候補者の面接も現地で行われた。このような外国人教員の国

際公募は、研究者の多様性を高める優れた試みといえる。 

 

✓ 研究組織の柔軟性 

本部局では三つの専攻の間で有機的関連をもって縦横に人的交流が行われており、組織横断的な研

究会運営や研究上の論議の場が確保されている。また、官公庁から任期つきの教授・助教授を少なからず

採用（資料）していることは、本部局の研究組織の柔軟性の証左である。 

 

・ 分析結果と優れた点及び改善を要する点 

  上のように、本部局では、柔軟性と多様性を兼ね備えた研究者母体により、部局の重点研究課題た 

る「男女共同参画社会の法と政策」に関する２１世紀 COE プログラムを中核とした組織的取り組み及び各教

員個人レベルの両方において、学際、領域横断的研究が積極的に推進されている。 

  

＜資料一覧＞ 

資料１１－２－２－１：東北大学大学院法学研究科総合運営調整教授会内規 

資料１１－２－２－２：東北大学大学院法学研究科法科大学院運営委員会内規 

資料１１－２－２－３：東北大学大学院法学研究科公共政策運営委員会内規 

資料１１－２－２－４：東北大学大学院法学研究科研究大学院運営委員会内規 

資料１１－２－２－５：教員配置状況 

資料１１－２－２－６：本研究科教員の取得学位及び職歴一覧 

資料１１－２－２－７：ドイツ法担当教員公募(平成１６年度） 

 

 

（３） 国際・国内共同研究の推進 

 

視点１：実績が世界・国内のトップレベルにあるか 

 

○ ２１世紀 COE プロジェクト男女共同参画社会の法と政策では、従来から海外研究機関との連携・交流に

重点が置かれており、その研究成果を平成１６年９月の日仏公法セミナ－・COE プログラム共催国際シンポ

ジウム、及び同年１１月の国際シンポジウムで公開した（評価項目１０（２））（資料１１－３－１－１：国際会議開

催一覧）。また、そのような従来からの海外研究機関との関係は各 COE 研究員の研究活動を通して平成１６

年度にも保たれ、COE 研究員が海外のジェンダ－にかかわる法と政策に関係する研究機関・政府関係機関

・NGO 団体等を訪問して情報収集と意見交換を行った（資料１１－３－１－２：２００４年度 COE 研究員海外

交流記録、資料１１－３－１－３：２１世紀 COE プロジェクトニュ－ズレタ－６号１０頁、同７号８頁、同８号１０頁

）。このうち、矢野研究員によるスウェ－デンのドメスティック・バイオレンス対策に関する研究の成果は、平成

１６年１２月にジェンダ－法学会第２回学術大会で個別報告され、ジェンダ－法学会学会誌に発表された（

資料１１－３－１－４：『ジェンダ－と法』No.２(２００５年７月)１２３頁－１４０頁）。 
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○ 平成１６年６月１０日と１１日に開催された東北大学ケンブリッジ・フォ－ラムにおいて、本部局はワ－クシ

ョップ３（国際法）「Accountability of International Organizations」を企画、運営し、植木俊哉教授がケンブリ

ッジ大学の James R. Crawford 教授と共に講演を行った（資料１１－３－１－５ケンブリッジ・フォ－ラム シンポ

ジウム３（国際法）プログラム： 

[http://www.bureau.tohoku.ac.jp/international/Topic/ca_forum/Workshop/Workshop３.pdf]）。 

○ 本部局では、国外との共同研究の推進を支援するために、学術交流協定の締結に努めてきており、欧・ 

米・亜の諸大学と協定が締結され、活発な学術交流が展開された（評価項目１０（１）視点２参照）。また、各 

教員において、国内と海外をつないだ共同研究が進められており、海外から本部局への研究者の来訪、 

本部局の教員の国外大学・研究機関との交流実績は先述のとおりである（評価項目１０（２）参照）。 

 

＜資料一覧＞ 

資料１１－３－１－１：国際会議開催一覧 

資料１１－３－１－２：２００４年度 COE 研究員海外交流記録 

資料１１－３－１－３：２１世紀 COE プロジェクトニュ－ズレタ－６号１０頁、同７号８頁、同８号１０頁 

資料１１－３－１－４：『ジェンダ－と法』No.２(２００５年７月)１２３頁－１４０頁 

資料１１－３－１－５：ケンブリッジ・フォ－ラム シンポジウム３（国際法）プログラム 

        [http://www.bureau.tohoku.ac.jp/international/Topic/ca_forum/Workshop/Workshop３.pdf]

） 

 

 

視点２：リエゾンオフィス等の海外拠点の形成・活動実績 

 

✓ 有効に活用され実績が挙がっているか 

２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」では、平成１６年にパリに研究連携拠点を設

置した。同拠点では、プロジェクト構成研究員が順次滞在して研究活動に携わるとともに、フランスの大学や

研究機関との連携・交流が実施された（資料１１－３－１－２：COE プログラムパリ拠点滞在者とテ－マ一覧）。

その研究活動の成果は随時、前記評価項目１０（２）で述べた研究会、ニュ－ズレタ－、叢書等へ発表され

ている。平成１７年度にはパリでの国際シンポジウム開催が予定されており、平成１６年度中にはパリ拠点に

おいてフランスの研究者との事前打ち合わせなど、その準備作業が進められた。 

さらに、同プロジェクトでは平成１７年度にニュ－ヨ－ク拠点を開設すべく、平成１６年度中に準備作業

が進められた（平成１７年９月にニュ－ヨ－ク拠点開設）。 

 

・ 分析結果と優れた点及び改善を要する点 

   本部局では従来より教員個人及び部局内研究会において、国際・国内共同研究が行われてきたが、

平成１５年度より開始された２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」において、その取り組

みが顕著に拡充された。同プログラムにおいて、海外研究拠点が設けられ、恒常的に海外の研究機関、政

府関係機関、その他団体と連携協働が図られている点は、特に優れた取り組みである。 

 

＜資料一覧＞ 

資料１１－３－２－１：COE プログラムパリ拠点滞在者とテ－マ一覧 

 

 58



 

（４） 産・学・官連携プロジェクト研究の推進 

 

視点１：実績の評価 

 

✓ 施設の相互活用や人的交流の促進 

○ 法科大学院では、裁判所、検察庁、弁護士会と連携して教育研究が行われており、実務家教員が８名

所属している（平成１７年４月１日現在。資料１１－４－１－１：法科大学院実務家教員一覧）。実務家教員と

研究者教員の共同の授業の企画運営や学内研究会での議論を通じて、相互の経験と知的蓄積が生かした

研究の発展が図られている。また、「エクスタ－ンシップ」における法律事務所での実習教育が、学生への機

会提供を越えて、研究者同士の交流の好機となっている（資料１１－４－１－２：平成１６年度 法科大学院

講義要綱８２、８３頁）。 

○ 公共政策大学院では、官公庁及び地方公共団体と連携した実践的な教育研究が遂行されている。同

大学院には高度かつ専門的な職務経験を備えた実務家教員が５名所属しており（平成１７年４月１日現在。

資料：１１－４－１－３公共政策大学院実務家教員一覧）、上記法科大学院の場合と同様、日常ベ－スでの

知的交流が進められている。同大学院で開講されている「公共政策ワ－クショップⅠ」は、実務家教員と研究

者教員がチ－ムを組み、地方公共団体において現に解決を迫られている課題を素材に、フィ－ルドワ－クを

交えた問題分析と政策策定が行う実習であり、産官学連携の実践演習的意味合いを有する。同ワ－クショッ

プの内容については、平成１６年度公共政策大学院講義要綱（資料１１－４－１－４：平成１６年度公共政策

大学院講義要綱６４－７５頁）、公共政策ワ－クショップ・ハンドブック（資料１１－４－１－５：公共政策ワ－ク

ショップ・ハンドブック）、公共政策ワ－クショップ・パンフレット（資料１１－４－１－６：公共政策ワ－クショップ・

パンフレット）を参照されたい。 

○ 法学分野の専門実務家たる法曹三者とは、法科大学院設立以前から強い連携関係が保たれてきた。

具体的には、昭和２４年に法曹三者および東北各地の大学所属の研究者を構成員とする東北法学会が組

織され、年に一度の研究会とその報告を掲載した会報の発行が行われている。研究会では、仙台高等裁判

所、仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所の各所長、仙台高等検察庁検事長、仙台弁護士会会長、本部局

研究科長他の構成員が一同に会し、問題意識の共有および意見交換の貴重な機会となっている。平成１６

年度の研究会の内容については、平成１６年度 東北法学会会報（資料１１－４－１－７：東北法学会ＨＰ 

http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/thg/）を参照されたい。

  

✓ リフレッシュ教育、共同研究、受託研究、寄附講座・研究部門の受け入れ 

○ 本部局研究大学院博士課程後期３年の課程には、「法律行政実務継続教育コ－ス」が開設され、高度

専門職業人として実務経験を積んでいる法律実務家、行政実務家、政策企画実務家に対して、法律実務、

行政実務のより一層の高度化を担う人材を育成することを目的とした研究指導が行われている（資料１１－４

－１－８：博士課程後期３年の課程，法律行政実務継続教育特別選抜 募集要項）。平成１６年度には、裁

判所、警察、弁護士、地方議会、台湾行政院等の多様な実務背景を有する７名の学生が本コ－スに在籍し、

高度職業人としての実務経験に裏打ちされた研究を遂行した（資料１１－４－１－９：平成１６年度における

法律行政実務継続教育コ－ス在籍者一覧）。また、博士前期２年の課程では、社会人特別選抜が実施され、

社会における自らの具体的経験の中で生じた問題意識に基づいて勉学・研修を進めようという社会人へ積

極的に修士取得の門戸を開いている（資料１１－４－１－１０：博士前期２年の課程 社会人特別選抜 募集
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要項）。平成１６年度には、民間会社や県庁勤務の１０名の学生が本コ－スで勉学を深めた（資料１１－４－

１－１１：平成１６年度における社会人特別選抜による入学者の在籍者一覧）。 

 

○ 本部局では、法曹三者（裁判所、検察、弁護士）及び東北地域の大学所属研究者とで「東北法学会」を

組 織 し 、 年 に 一 度 の 共 同 研 究 会 を 開 催 し て い る （ 資 料 １ １ － ４ － １ － １ ２ ： 東 北 法 学 会 HP 

http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/thg/）。 

○ 本部局所属教員は、多くの産官からの受託研究の実績を有する（資料１１－４－１－１３：『東北大学法

学部 研究・教育の概要 第７号』６３頁）。 

  

✓ 大学発ベンチャ－、技術移転、特許取得等 

○ 本部局の知的財産法専門教員たる藤田年彦教授は、平成１５年度に特許庁審査官から本学へ異動の

後、平成１６年度に向けて全学の知的財産管理、運用体制を確立するための準備段階において、「知的財

産の管理・活用の具体的在り方」委員会において主導的役割を果たした。同委員会では、藤田助教授（当

時）を幹事として弁理士や特許庁職員等の専門家を集め、東京において月１回のペ－スで検討が重ねられ、

平成１６年３月に「知的財産の管理・活用の具体的在り方」報告書がまとめられた。平成１６年度には、同報

告書をうけて、産学官連携のサポ－ト機関たる研究推進・知的財産本部を中心とする全学的体制が再編始

動した。 

 体制始動後平成１６年度中には、知的財産審査委員会委員として、学内の技術移転、特許取得にかか

る個別案件の学内審査につき、主に法的専門性を生かして助言を行うなど多大な貢献を行った。さらに、同

助教授は平成１６年度文部科学省大学知的財産本部整備事業「２１世紀型産学官連携手法構築に係るモ

デルプログラム」の一環たる「利益相反・責務相反への対応についての事例研究」のコアメンバ－委員を務

めた。 

 以上のような、本部局知的財産法専門教員による全学レベルでの産学官連携推進活動への関与は、

極めて実質的かつ重要な、産・学・官連携プロジェクト研究の推進への法学研究科の寄与と位置づけられ

る。 

○  本部局の教員は、国や地方の各種審議会の委員といった肩書きでさまざまな法律・行政実務に携っ

た（資料１１－４－１－１４：平成１６年度法学研究科教員兼業一覧 ）。また、河上正二教授の主導により月

に一度消費者問題研究会が開催され、消費者法の研究成果を弁護士や消費生活センタ－相談員などへ

提供する機会となっている（資料１１－４－１－１５：消費者問題研究会 平成１６年度開催状況一覧、資料１

１－４－１－１６：消費者問題研究会出席者一覧）。これら法学・政治学の研究成果を活用した学外活動は、

技術系学問分野における技術移転に対応するものと考えられる。 

 

  ・ 分析結果と優れた点及び改善を要する点 

○ 本部局では、専門職大学院及び東北法学会での教育研究活動を通じて産学官連携による研究の基盤

が整えられている。 

○ 大学院の博士前期課程、後期課程の両方において、産官の人材を多数大学院に受け入れ、リフレッシ

ュ教育が行われている。 

○ 本部局教員による全学知的財産本部での活動、学外での法律・行政実務に関わる活動、消費者問題

研究会を通じて、大学からの技術移転への援助及び法的専門技術の学外での活用が行われている。 

○ 改善を要する点は、法的専門技術移転の性格を有する学外活動や研究会等の分野を拡充することで

ある。 
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＜資料一覧＞ 

資料１１－４－１－１：法科大学院実務家教員一覧 

資料１１－４－１－２：平成１６年度 法科大学院講義要綱８３、８４頁 

資料１１－４－１－３：公共政策大学院実務家教員一覧 

資料１１－４－１－４：平成１６年度公共政策大学院講義要綱６７－７５頁 

資料１１－４－１－５：公共政策ワ－クショップ・ハンドブック（冊子体） 

資料１１－４－１－６：公共政策ワ－クショップ・パンフレット（冊子体） 

資料１１－４－１－７：東北法学会ＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/thg/  

資料１１－４－１－８：博士課程後期３年の課程，法律行政実務継続教育特別選抜 募集要項 

資料１１－４－１－９：平成１６年度における法律行政実務継続教育コ－ス在籍者一覧 

資料１１－４－１－１０：博士前期２年の課程 社会人特別選抜 募集要項 

資料１１－４－１－１１：平成１６年度における社会人特別選抜による入学者の在籍者一覧 

資料１１－４－１－１２：東北法学会ＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/thg/ 

資料１１－４－１－１３：『東北大学法学部 研究・教育の概要 第７号』６３頁 

資料１１－４－１－１４：平成１６年度法学研究科教員兼業実績一覧 

資料１１－４－１－１５：消費者問題研究会平成１６年度開催状況一覧 

資料１１－４－１－１６：消費者問題研究会出席者一覧 
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Ⅳ 社会貢献活動評価 

 

評価項目１２ 教育・研究成果等の国民や社会への還元、有効活用の推進 

 

 視点１：公開講座、シンポジウム、オ－プンキャンパス等の推進 

 

○ 本部局は、所属教員による学内外での公開講座や研修講師を推奨している。平成１６年度中には、本

部局教員が２０回以上にわたり学外において公開講座を開催し、あるいは研修の講師を務めるとともに（資

料１２－１－１：平成１６年度法学研究科教員兼業一覧）、東北大学主催の公開講座や講演会の講師を務め

た（資料１２－１－２：『東北大学法学部 研究・教育の概要 第７号』２０８頁（三好信俊教授 環境科学研究

科公開講座「環境問題を科学する」（リカレント教育講座）、（資料１２－１－３：辻村みよ子教授 東北大学講

演 会  平 成 １ ６ 年 １ １ 月 ２ ２ 日 「 ２ １ 世 紀 の 社 会 と ジ ェ ン ダ － 」 （

http://www.istu.jp/kougi/tsujimura/tsujimura.html））。 

○ ２１世紀 COE プロジェクト男女共同参画社会における法と政策において、平成１６年１１月４日、５日に、

フランス・アメリカ・韓国から７名、日本から８名の研究者を招いて大規模な国際シンポジウム「ジェンダ－法

学・政治学の比較的展望」が開催された。詳細は、ウェブサイトに掲載されたほか（資料１２－１－４：ＣＯＥの

ＨＰ[http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html]）、同プログラム『研究年報 特集号２－Ⅱ』に公表さ

れた。また、同プロジェクトでは平成１６年度中に３０回以上の研究会が開催されたが、その多くは一般に公

開された（資料１２－１－５：ＣＯＥのＨＰhttp://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html「２００４年度の記

録＞研究会報告」 ）。 

○ 法学部では年に一度のオ－プンキャンパスを開催し、その中で教員の教育研究成果を反映した模擬授

業を行っている。平成１６年度は７月２９日(木)・７月３０日(金)両日に行われ、斎藤豊治教授（刑事政策・少

年法）が「非行を食い止める絆」と題して模擬授業を提供した。参加者は延べ１８８２名に及び、大変好評で

あった（資料１２－１－６：法学部オ－プンキャンパスＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/opencampus－２００

４/）。 

 

＜資料一覧＞  

資料１２－１－１：平成１６年度法学研究科教員兼業一覧 

資料１２－１－２：『東北大学法学部 研究・教育の概要 第７号』２０８頁（三好信俊教授 環境科学研究科

公開講座「環境問題を科学する」（リカレント教育講座） 

資料１２－１－３：辻村みよ子教授 東北大学講演会 平成１６年１１月２２日「２１世紀の社会とジェンダ－」 

         （http://www.istu.jp/kougi/tsujimura/tsujimura.html） 

資料１２－１－４：ＣＯＥのＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html

資料１２－１－５：ＣＯＥのＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html）「２００４年度の記録＞研

究会報告」  

資料１２－１－６：法学部オ－プンキャンパスＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/opencampus－２００４/）  

 

 

視点２：本学の有する知的資産の拡充・公開 
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○ 本部局は、法学部、法科大学院、公共政策大学院、２１世紀COEプロジェクトにつき、充実したウェブサ

イトを構築し、知的資産の公開手段としている。法学部ウェブサイト（http://www.law.tohoku.ac.jp/）におい

ては、研究会・講演会等の情報や研究紀要「法学」の目次が提供されている他、「法学・政治学研究に便利

なリンク集」として国内外の情報源が広く紹介されている。法科大学院と公共政策大学院については、所属

教員の研究分野や教育内容の紹介がなされている他、メ－ルマガジン（資料１２－２－１：法科大学院メ－ル

マガジンhttp://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/index.html）やニュ－ズレタ－（資料１２－２－２：公

共政策大学院ニュ－ズレタ－http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/newsletter/index_newsletter.html  

）の発行により定期的な研究教育情報の発信を行っている。２１世紀COEプロジェクトのウェブサイトでは、研

究会の予定や研究会の記録を掲載したニュ－ズレタ－が閲覧可能であり、さらに、シンポジウムの記録は日

・英 ・仏 の三 ヶ国 語 にて公 開 されている（資 料 １２－２－３：２１世 紀 COEプロジェクト・ウエブサ イ ト

http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/）。 

○ 法学研究科法学部図書室及び法政実務図書室は、法学、政治学関連の書籍、雑誌を豊富に所蔵する。

その主目的が専門職大学院学生の利用にあるのは言うまでもないが、学内はもちろん学外の一般の方々に

対しても、学術研究の目的のための利用に供されている。（資料１２－２－４：法学研究科法学部図書室案内

http://www.law.tohoku.ac.jp/tosho/index － j.html 、 資 料 １ ２ － ２ － ５ ： 法 政 実 務 図 書 室 案 内

http://www.law.tohoku.ac.jp/tosho/katahira－j.html） 

○ 本部局内に設けられた法政資料調査室では、歴史的に重要な意味を持つ明治時代以降の裁判所民

事判決原本を広く利用に供するための活動を行っている（資料１２－２－６：『東北大学法学部 研究・教育

の概要 第７号』５８－５９頁）。 

   

 ＜ 資料一覧＞ 

資料１２－２－１：法科大学院メ－ルマガジンhttp://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/index.html

資料１２－２－２：公共政策大学院ニュ－ズレタ－ 

           http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/newsletter/index_newsletter.html 

資料１２－２－３：２１世紀COEプロジェクト・ウエブサイトhttp://www.law.tohoku.ac.jp/COE/

資料１２－２－４：法学研究科法学部図書室案内 http://www.law.tohoku.ac.jp/tosho/index－j.html 

資料１２－２－５：法政実務図書室案内http://www.law.tohoku.ac.jp/tosho/katahira－j.html

資料１２－２－６：『東北大学法学部 研究・教育の概要 第７号』５８－５９頁 

 

 

視点３：メディアへの発信度 

 

○ 本部局における研究成果のメディア発信例としては（資料１２－３－１：新聞記事一覧及び平成１６年度メ

ディアへの情報発信例）に掲げたものがある。平成１６年度は、日本初の専門職大学院である法科大学院・

公共政策大学院設立年度にあたっていたため、メディアから注目を浴び、法科大学院・公共政策大学院の

入学式に関して開かれた記者会見を中心にメディアへの発信が積極的になされたことが特筆される。 

 

  ＜資料一覧＞ 

資料１２－３－１：新聞記事一覧及び平成１６年度メディアへの情報発信例 
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視点４：小中高との連携事業 

 

本部局では、研究成果の一端を高校生と共有し、法や政治をはじめとする社会についての高校生 

の問題意識を高めつつ、彼らと議論を行うことを目的として、東北大学法学部への進学実績のある高校に対

して派遣授業を提供している。（資料１２－４－１：高校への講師派遣一覧）平成１６年度には延１３名の教員

が１３校へ派遣された。他方で、高校からの本部局訪問についても、対応可能な範囲で積極的に受け入れ

ており、平成１６年度には６校の訪問があった（資料１２－４－２：高校からの訪問一覧）。 

 

・ 分析結果と優れた点及び改善を要する点 

上記より、本部局においては、研究成果の社会への公開及びその社会的還元が積極的に行われて 

いると評価できる。ただし、小中高との連携事業については、高等学校からの要望に対しては派遣授業を通

じて非常に積極的に対応しているが、小学校中学校の初等教育との連携事業はほとんどなされていない。 

 

   ＜資料一覧＞ 

資料１２－４－１：高校への講師派遣一覧 

資料１２－４－２：高校からの訪問一覧 
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評価項目１３ 地域・国との連携・協力の推進 

 
視点１：地方公共団体との共同教育研究事業、受託教育・研究事業推進 

 

○ 公共政策大学院では、授業科目「公共政策ワ－クショップⅠ」において、地方公共団体が現実に直面し

ている政策課題を取り上げ、行政担当者や利用者へのインタビュ－調査等を経た上で、具体的な政策提言

を行うという実践的教育が行われている。その教育は、担当する実務家教員の主導のもとに、問題発見、調

査、政策提言の各段階で対象となる地方公共団体の直接間接の協力を得つつ行われている。同ワ－クショ

ップの内容については、「平成１６年度公共政策大学院講義要綱」（資料１３－１－１：平成１６年度公共政

策大学院講義要綱６７－７５頁）、「公共政策ワ－クショップ・ハンドブック」（資料１３－１－２：公共政策ワ

－クショップ・ハンドブック）、「公共政策ワ－クショップ・パンフレット」（資料１３－１－３：公共政策ワ－ク

ショップ・パンフレット）を参照されたい。 

○ 本部局の所属教員は、平成１６年度中、宮城県涌谷町及び（財）宮城県地域振興センタ－からの受託

研究事業を遂行した（資料：１３－１－４：受託研究一覧）。 

 

  ＜資料一覧＞ 

資料１３－１－１：平成１６年度公共政策大学院講義要綱６７－７５頁 

資料１３－１－２：公共政策ワ－クショップ・ハンドブック（冊子体） 

資料１３－１－３：公共政策ワ－クショップ・パンフレット（冊子体） 

資料１３－１－４：受託研究一覧 

 

 

視点２：地方公共団体・国への助言等の推進 

 

○ 本部局所属教員は、地方公共団体や国の審議会委員（仙台市資産等公開審査会委員、中央労働委

員会東北区域調整委員、宮城県情報公開審査会委員、仙台個人情報保護審査会委員、衆議院議員選挙

区画定審議会委員等）や採用試験関連委員（郵政総合職採用試験試験専門委員、司法試験第二次試験

考査委員等）等として、多方面にわたって地方公共団体や国への助言を行うことで、その業務の遂行に不

可欠の専門的支援を提供している。また、地方公共団体・国の職員に対する研修の講師を務めることも多く、

平成１６年度には、金融庁（森田果助教授）宮城県公務研修所（坪野教授、稲葉教授）、東北管区警察学

校（成瀬助教授）、宮城県塩釜保険所等での講師例が存する（資料１３－２－１：平成１６年度法学研究科教

員兼業一覧）。 

○ 視点１に挙げた公共政策大学院における公共政策ワ－クショップⅠは、第一の目的を学生への教育とし

ているが、地方公共団体が直面している実践的課題につき、調査検討の上具体的提言を行うというその内

容ゆえ、必然的に地方公共団体への助言的機能を伴うこととなる。そこで作成された課題の解決案は、プロ

ジェクト機関の担当者ないしは学外の実務家の前でプレゼンテ－ションされ、さらにはペ－パ－として提出さ

れる。平成１６年度における、課題の解決案の内容は、「平成１６年度公共政策ワ－クショップⅠ報告書」に

公表されている（資料１３－２－２：平成１６年度公共政策ワ－クショップⅠ報告書）。 

 

 ＜資料一覧＞ 
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資料１３－２－１：平成１６年度法学研究科教員兼業一覧 

資料１３－２－２：平成１６年度公共政策ワ－クショップⅠ報告書 

 

 

視点３：民間企業、地方公共団体、政府等の組織との連携強化 

 

○ 公共政策大学院においては、専門職大学院としての実務経験の重要性を考慮して、平成１６年度の開

設以来、インタ－ンシップの試行をしている。平成１６年度においては、宮城県庁、仙台市役所、東北農政

局の３機関に、合計１２名の学生が参加した。その成果については、学生から実習状況の「報告」を提出させ

るとともに、受入機関から「所感」を提出していただいたが（資料１３－３－１：平成１６年度公共政策大学院イ

ンタ－ンシップについて）、学生からも受入機関からもその意義について好評を得ている。現在は、インタ－

ンシップ制を正規の授業科目として運用することが可能であるかどうか、さらに検討を進めている。 

○ 法科大学院及び公共政策大学院では、専門職大学院としての実務基礎教育や、専門分野における最

先端の研究に基づく教育を行うため、弁護士等の実務法曹、中央省庁の公務員等の政策立案専門家を専

任あるいは兼任の講師として任用しており、それら実務専門職としての経歴を有する講師を中心に、エクスタ

－ンシップやワ－クショップ等の科目で、講師らの出身母体である政府組織や法曹組織との連携が日常ベ

－スで進行している。 

○ 本部局は、上記のような専門職大学院での理論と実務を架橋する教育を推進すべく、研究者・実務家

の相互交流と、その成果を教育に還元する際のあり方について検討する目的で、平成１５年４月に法政実務

教育研究センタ－を開設し、以来平成１６年４月の専門職大学院の開設の準備作業を進めてきた。平成１６

年度も、同目的のもと、ミニ・シンポジウム及びアメリカからの招聘教授の特別講演が開催された（資料 １３

－３－２：『東北大学法学部 研究・教育の概要』７号６０－６１頁）。 

○ 本部局教員が平成１６年度中に仙台市、宮城県、中央省庁、各種独立行政法人あるいは企業等より委

員会業務や講師活動を依頼された実績の数や分野の広さ（資料１３－３－３：平成１６年度法学研究科教員

兼業一覧）は、それらの機関との多年にわたる連携関係の現われである。 

○ 法曹三者とは、法科大学院設立以前から強い連携関係が保たれてきた。具体的には、昭和２４年に法

曹三者および東北各地の大学所属の研究者を構成員とする東北法学会が組織され、年に一度の研究会と

その報告を掲載した会報の発行が行われている。研究会では、仙台高等裁判所、仙台地方裁判所、仙台

家庭裁判所の各所長、仙台高等検察庁検事長、仙台弁護士会会長、本部局研究科長他の構成員が一同

に会し、問題意識の共有および意見交換の貴重な機会となっている。平成１６年度の研究会の内容につい

ては、（資料１３－３－４：平成１６年東北法学会ＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/thg/）を参

照されたい。

○ ２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」では、同テ－マにかかわる政策についての現

状把握、問題提起、政策提言とその理論的基礎づけを行うべく、地方公共団体や政府等の組織、さらには

同政策に関わる民間団体と連携して研究を進めてきた。平成１６年度には、所属研究員が北海道、福岡、広

島等において、行政や民間の関係機関を訪問し、調査や意見交換を行った（資料１３－３－５：平成１６年度

COE 国内現地訪問研究記録） 

 

  ＜資料一覧＞ 

資料１３－３－１：平成１６年度公共政策大学院インタ－ンシップについて 

資料１３－３－２：『東北大学法学部 研究・教育の概要』７号６０－６１頁 
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資料１３－３－３：平成１６年度法学研究科教員兼業一覧 

資料１３－３－４：平成１６年東北法学会ＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/thg/

資料１３－３－５：平成１６年度 COE 国内現地訪問研究記録 

 

 

視点４：地域団体（自治体、ＮＰＯ等）との連携研究の実施 

 

○ 本部局が部局全体として力を注ぐ研究課題「男女共同参画社会の法と政策」にかかわる研究推進企画

・立案・支援組織として仙台市青葉区アエルビル１９階に設置された「２１世紀 COE ジェンダ－法・政策研究

センタ－」は、地方公共団体や弁護士会など国内外の機関との連携を促進するために、アクセス至便な仙

台駅前に立地された。特に同ビル内には仙台市の男女共同参画推進施設「エル・ソ－ラ仙台」があり、連携

して活動がなされた（資料１３－４－１：２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」ニュ－ズレタ

－７号、９頁）。 

○ 河上正二教授主導の消費者問題研究会には、仙台市及び宮城県の消費生活センタ－から７名の所長

及び相談員が参加し、月一度のペ－スで研究会が開催されている（平成１６年度の研究会については資料  

１３－４－２：消費者問題研究会平成１６年度開催状況を参照されたい）。 

 

・ 分析結果と優れた点及び改善を要する点 

   以上により、本部局では法科大学院、公共政策大学院、法政実務教育研究センタ－、東北法学会、各

教員の各段階において、地域の民間企業、政府関係機関、法曹三者、その他の組織との教育、研究上の

連携が推進され、その連携関係を基礎に、それら諸機関への専門的助言や支援が活発になされていると評

価される。 

   改善を要する点としては、国、地方公共団体、法曹三者に比べて必ずしも取り組みが進んでいるとはい

えない民間企業との連携の強化がある。 

 

 ＜資料一覧＞ 

資料１３－４－１：２１世紀 COE プログラム「男女共同参画社会の法と政策」ニュ－ズレタ－７号、９頁 

資料１３－４－２：消費者問題研究会平成１６年度開催状況 
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評価項目１４ 産学官連携・協力による社会貢献の推進 

 

視点１：研究成果の社会還元 

 

○ 専門職大学院において、法曹三者及び政府において高度の政策担当実務者としての豊富な経験を有

する講師を任用し、それら講師の出身組織との連携協力関係の下に法曹実務家及び政策担当高度職業

人を育成していることは、専門職育成を通じた研究成果の社会への還元である。法学・政治学を専門とする

本部局の特性に鑑み、法学・政治学が社会において実用される側面に即した、高度専門職の育成というこ

のような研究成果の社会還元が第一に推進されるべき社会貢献である。 

○ 公共政策大学院における授業科目「公共政策ワ－クショップⅠ」においては、中央官庁・地方自治体な

どの各種団体・組織との協力関係を結び、それらが抱える政策課題への解決策を立案する。この解決案の

プレゼンテ－ションを行い、報告書としてまとめ提出することで、研究・教育の成果の社会還元を行っている。

（資料１４－１－１：「公共政策ワ－クショップ報告書」 ） 

○ 本部局所属各教員は、産・官界の審議会や研究会の構成員として諸機関との連携関係を築き、ある 

いは諸機関に専門的支援を提供することで、その研究成果を社会に還元していることについては、前記評 

価項目１３視点２、３を参照。産界への協力による社会貢献の推進としては、三好信俊教授による東北電力 

「環境行動レポ－ト２００４」の第三者意見書作成活動が特筆される。（資料１４－１－２：東北電力ＨＰ内「環

境行動レポ－ト２００４」http://www.tohoku－epco.co.jp/enviro/tea２００４/０６/０６d.htm） 

○ 河上正二が所長を務める東北大学無料法律相談所は、毎週土曜日に一般からの法律相談に無料で

応 

ずる他、年一度の東北地方各地への出張相談を行い、もって本部局で遂行される法学研究の成果を間接 

的に社会に還元している（資料１４－１－３：東北大学無料法律相談所の概要 

(http://www.law.tohoku.ac.jp/gakubu－intro－j/campuslife/index.html）。 

○ 本部局は、法科大学院での弁護士等の法曹実務家との連携・協力関係を活かし、東北大学法律事務

所（弁護士事務所）を設立すべく、平成１６年度中に準備作業に入った。同事務所では、弁護士資格を取得

した本部局教員により、学内外の法律問題の解決に専門的支援が提供される予定である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料１４－１－１：平成１６年度公共政策ワ－クショップⅠ報告書」 

資料１４－１－２：東北電力ＨＰ内「環境行動レポ－ト２００４」 

              http://www.tohoku－epco.co.jp/enviro/tea２００４/０６/０６d.htm

資料：１４－１－３：東北大学無料法律相談所の概要 

            http://www.law.tohoku.ac.jp/gakubu－intro－j/campuslife/index.html

            

     

視点２：企業研究者等の教育による社会人の能力向上支援 

 

○ 本部局研究大学院博士課程後期３年の課程には、「法律行政実務継続教育コ－ス」が開設され、高度

専門職業人として実務経験を積んでいる法律実務家、行政実務家、政策企画実務家に対して、法律実務、
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行政実務のより一層の高度化を担う人材を育成することを目的とした研究指導が行われている（資料１４－２

－１：平成１６年度博士課程後期３年の課程，法律行政実務継続教育特別選抜募集要項）。 

 また、博士前期２年の課程では、社会人特別選抜が実施され、社会における自らの具体的経験の中で

生じた問題意識に基づいて勉学・研修を進めようという社会人へ積極的に修士取得の門戸を開けている（資

料１４－２－２：平成１６年度博士課程前期２年の課程、社会人特別選抜募集要項）（評価項目１１（４）視点１

参照）。 

 

＜資料一覧＞ 

資料１４－２－１：平成１６年度博士課程後期３年の課程，法律行政実務継続教育特別選抜募集要項 

資料１４－２－２：平成１６年度博士課程前期２年の課程、社会人特別選抜募集要項 

 

 

視点３：産業化、実用化、企業化の支援 

 

○ 本部局の知的財産法専門教員が全学レベルでの研究推進・知的財産本部の活動に精力的に関与し

てきたこと、及びそれが極めて実質的かつ不可欠な、産業化や企業化支援体制の確立および運用への専

門的支援であることにつき、評価項目１１（４）を参照されたい。 

○ 法科大学院及び公共政策大学院では、それぞれ高度な専門職業人たる法曹三者及び中央省庁・地方

公共団体における政策立案担当者の育成を目的とする。これら大学院では、修了者がただちに高度な専門

職業人として活動することを前提に、優れた職務経験を有する実務家教員をスタッフに擁し、専門的かつ実

践的な教育が行われている。このような、高度専門職業人の育成を旨とする教育活動は、人材育成を通じて

の研究成果の実用化による社会貢献と位置づけられる。 

 

・ 分析結果と優れた点及び改善を要する点 

   社会との関係を抜きには成立し得ない法学・政治学を研究教育する本部局の性格ゆえ、上記のような

専門職大学院での行政、司法にかかわる高度専門職業人育成、教員による産・官の組織における審議会

委員等としての活動、社会人に対する教育は、それ自体がすなわち産・学・官の連携・協力による社会貢献

であり、継続的かつ優れた社会貢献である。 

   改善を要する点は、法的専門知識を活用しての社会貢献を組織的に進めるための東北大法律事務所

構想の実現である。  
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評価項目１５ 国際社会への貢献の推進 

 

視点１：地球環境保護・環境問題等への課題提起、国際的世論の形成、問題解決等のリ－ダシップ 

 

○ 公共政策大学院においては、平成１６年度の「公共政策ワ－クショップⅠ プロジェクトＣ」において、グリ

－ン購入の普及をテ－マとして取り上げている。このワ－クショップでは、仙台市主催により平成１６年１０月６

－７日に仙台市で行われた第１回グリ－ン購入世界会議に参加している。また、仙台市により平成１６年１０

月２－３日に開催されたグリ－ン購入フェスタ！に、実行委員として参加し、アンケ－ト調査等を行っている。

そして、これらで得られた経験・知見を生かして、グリ－ン購入に関する報告書をとりまとめている（資料１５－

１－１：平成１６年度公共政策大学院講義要綱７２、７３頁、資料１５－１－２：平成１６年度公共政策ワ－クショ

ップⅠ報告書「プロジェクトＣ グリ－ン購入の普及について」）。 

 

＜資料一覧＞ 

資料１５－１－１：平成１６年度公共政策大学院講義要綱７２、７３頁 

資料１５－１－２：平成１６年度公共政策ワ－クショップⅠ報告書「プロジェクトＣ グリ－ン購入の普及につい      

て」 

     

 

視点２：アジア、太平洋地域との教育・人文・社会・科学・技術的連携・協働 

 

○ 本部局は国際化教育に向けて、海外の大学等との部局間協定の締結、海外留学の促進、外国人教員

による授業科目の開講、外国人学生の受け入れなどに従来から努めてきたところであり、アジア・太平洋地

域との連携・協働もこの基本姿勢にしたがって推進されてきた。 

平成１５年度に、既に中国社会科学院法学研究科と部局間協定が結ばれていたところ、平成１６年度

においては、７月に国民大学校社会科学部（韓国・ソウル）と部局間協定を新たに締結した（資料１５－２－１

：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１１７頁）。 

平成１６年度において海外派遣（留学等）された学部学生５名のうち、１名は韓国ソウル大学へ派遣さ

れた（資料１５－２－２：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１２３頁）。また平

成１６年度において法学部・研究大学院に在籍したアジア太平洋地域からの留学生はそれぞれ４名・２０名、

学部研究生は７名であった（資料１５－２－３：「アジア太平洋地域からの留学生受入れ状況（平成１６年１１

月１日現在）」）。 

平成１６年度において法学部で開講されたアジア・太平洋地域出身の教師による授業は、南基正教授

による「東アジア政治外交論」・「東北アジア安全保障論演習」・「日韓関係論演習」であった（資料１５－２－

４：『法学部［専門教育科目］・法学研究科研究大学院授業科目 講義要綱 平成１６年度（２００４年度）』５９、

１１０、１１１頁）。 

○ ２１世紀 COE プログラム男女共同参画社会の法と政策では、韓国の研究機関と密接な連携関係にある。

平成１６年１１月の国際シンポジウムでは、韓国の研究者２名が来日公演を行い（資料１５－２－５：国際シン

ポジウム「ジェンダ－法学・政治学の比較的展望」 

http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/symposium/２００４１１０４/index.html ）、それに先立ち同プログラム

所属研究者４名が平成１６年６月に韓国を訪れて事前打ち合わせ、及び視察調査を行った（その詳細につ
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いては資料１５－２－２－６：２１世紀COEプログラムＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html

上「２００４年度の記録 >> 韓国視察調査」を参照）。 

○ 個人研究においては、平成１６年度中に、南教授が「シベリア治海の日ロ韓参画関係」につきロシアイル

ク－ツク大学・韓国高麗大学研究者と協働研究及び「韓国の米軍基地問題」につき韓国研究者と協働で研

究を行ったほか、川人教授がアジア学会に出席し国会運営と立法行動の長期化変化に関する研究情報の

交換を行った（資料１５－２－７：『東北大学法学部 研究・教育の概要 第７号 １１２頁、１０９頁）。 

   

＜資料一覧＞ 

資料１５－２－１：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１１７頁 

資料１５－２－２：『東北大学法学部 研究・教育の概要（２００３.４～２００５.３） 第７号』１２３頁 

資料１５－２－３：「アジア太平洋地域からの留学生受入れ状況（平成１６年１１月１日現在）」 

資料１５－２－４：『法学部［専門教育科目］・法学研究科研究大学院授業科目 講義要綱 平成１６年度（２

００４年度）』５９、１１０、１１１頁 

資料１５－２－５：国際シンポジウム「ジェンダ－法学・政治学の比較的展望」 

           http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/symposium/２００４１１０４/index.html  

資料１５－２－６：２１世紀 COE プログラムＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/index.html 上「２００４

年度の記録 >> 韓国視察調査」 

資料１５－２－７：『東北大学法学部 研究・教育の概要 第７号 １１２頁、１０９頁 

 

 

視点３：国際的組織（国連、ＮＧＯ等）との連携・協働 

 

○ 本部局では所属教員による国際的組織との連携・協働を積極的に奨励してきている。平成１６年度中に

は、早川眞一郎教授（平成１５年度まで本研究科教授、平成１６年度の時点では東京大学教授）が前年度

に引き続き外務省の委託により、ハ－グ国際私法会議扶養義務条約・準拠法作業部会に出席した他、西谷

祐子助教授が平成１６年４月から１０月までハ－グ国際私法会議常設事務局にて在外研究を行い、その間「

扶養料の国際的回収に関する条約」プロジェクトに関与した（その報告書は、法務省に提出される予定であ

る）（資料１５－３－１： 『東北大学法学部 研究・教育の概要 第７号』１０７頁）。 

 

   

・分析結果と優れた点及び改善を要する点 

   本部局は、従来から留学生及び教員の交換により、アジア太平洋地域との教育研究上の強固な連携

協働関係が築かれてきたところ、平成１６年度にもこの関係は継続強化された。今日法学の分野では、我が

国の近代法制確立の経験をアジア諸国への立法支援に役立てる重要性が説かれており、このような関係の

構築・維持の意義は極めて大きい。 

   国際的組織との連携・協働については、数こそ多くはないものの、国際的な法の強調がますます重要

視される世界において、本部局教員が世界的な条約締結作業に携わっていることは顕著な国際社会への

貢献である。 

 

＜資料一覧＞ 

資料１５－３－１： 『東北大学法学部 研究・教育の概要 第７号』１０７頁 
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http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/jp/symposium/20041104/index.html


 

評価項目１６ 上記項目のインタ－ネット公開、デ－タベ－スの構築 

 

○ 法学部（資料１６－１－１：http://www.law.tohoku.ac.jp/index－j.html）、法科大学院（資料１６－１－２：

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/ ） 、 公 共 政 策 大 学 院 （ 資 料 １ ６ － １ － ３ ：

http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/ ） 、 研 究 大 学 院 （ １ ６ － １ － ４ ：

http://www.law.tohoku.ac.jp/daigakuin－intro－j/）、２１世紀 COE プロジェクト男女共同参画社会の法と政

策（資料１６－１－５：http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/）は、各々ウェブサイトを備え、上記項目に該当す

る情報を幅広くインタ－ネット上に公開している。 

○ 本部局の東北大学研究者デ－タベ－スへの入力率は平成１７年５月までに８９．２％に達した（６５名（う

ち３名は在外研究中）中５８名）。さらに入力率を上げ、また、情報の更新が図られるべく、平成１７年度にむ

けて、ファカルティ－・ディベロップメントの一環として所属教員へのデ－タベ－ス活用法についての講習が

計画された。 

○ 研究や教育に関する情報を効率的に公開するためには、日ごろから多種多量の情報をデ－タ形式によ

り効率的に管理しておくことが不可欠である。本部局では、DocuShare ソフトウェアを導入し、部局内委員会、

事務、各教員等、提供もとの異なるデ－タを集中的に管理し、かつ情報を要する者がいつでもアクセスして

必要な情報を取得発信できる仕組みが形成されている。（資料１６－１－６：法学研究科文書管理システム

https://document.law.tohoku.ac.jp/dsweb/） 

○ 本学部では、「情報処理情報検索コ－ナ－」および「法科大学院」に情報処理専門助手が２名常駐し、

研究教育にかかわるデ－タベ－スの構築・運用・管理及びインタ－ネット公開を推進する強力な体制が整え

られている。 

 

・ 分析結果と優れた点及び改善を要する点 

   以上のように、本部局は各組織段階において多言語対応の詳細なウェブサイトが開設され、かつ、その

運用管理を行う人的（専門助手）、物的（ソフトウェア）、組織的（FD・諸委員会）体制が整えられている点に

おいて、上記項目のインタ－ネット公開、デ－タベ－スの構築の推進については取り組みが進んでいると評

価できる。 

   平成１６年度中は、同年度に新規に開設された法科大学院、公共政策大学院や平成１５年度に採択さ

れた２１世紀 COE プロジェクトに比べ、学部・研究大学院に関するインタ－ネットを通じての情報発信にが遅

れをとっていたことは否めない状況だったが、この点については平成１７年度に入り、ウェブサイトの改訂作業

が進められ、１１月時点で改訂版の校正作業中である。（１２月に公開予定。） 

 

        

特記事項： 法学・政治学関係の研究デ－タの発信が盛んである。法学研究科・法学部ＨＰ「研究会・講演

会 な ど 」 （ 資 料 ： １ ６ － １ － ７ ： 法 学 研 究 科 ・ 法 学 部 Ｈ Ｐ 「 研 究 会 ・ 講 演 会 な ど 」

http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/index－j.html）、「法学・政治学研究リンク集」（資料１６－１－８：

法学研究科・法学部ＨＰ「法学・政治学研究リンク集」http://www.law.tohoku.ac.jp/link/index－j.html）等。 

また、２１世紀ＣＯＥプロジェクト男女共同参画社会の法と政策（資料１６－１－９：２１世紀ＣＯＥプロジェ

クト男女共同参画社会の法と政策http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/index.html）のウエブサイトにおいて、

英語・フランス語・ドイツ語での多言語発信がなされている点が特筆される。 

 

＜資料一覧＞ 
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http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/index-j.html
http://www.law.tohoku.ac.jp/link/index%EF%BC%8Dj.html
http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/index.html


資料１６－１－１：法学研究科・法学部ＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/index－j.html

資料１６－１－２：法科大学院ＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/

資料１６－１－３：公共政策大学院ＨＰ http://www.publicpolicy.law.tohoku.ac.jp/

資料１６－１－４：研究大学院ＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/daigakuin－intro－j/

資料１６－１－５：２１世紀ＣＯＥ ＨＰ http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/

資料１６－１－６：法学研究科文書管理システムhttps://document.law.tohoku.ac.jp/dsweb/

資料１６－１－７：法学研究科・法学部ＨＰ「研究会・講演会など」 

           http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/index－j.html

資料１６－１－８：法学研究科・法学部ＨＰ「法学・政治学研究リンク集」 

           http://www.law.tohoku.ac.jp/link/index－j.html

資料１６－１－９：２１世紀ＣＯＥプロジェクト男女共同参画社会の法と政策 

           http://www.law.tohoku.ac.jp/COE/index.html
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